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  令和７年度 

大仙市地域公共交通活性化再生協議会補正予算（案）について 

 

 令和８年３月 

 

 １． 補正予算の概要                                              

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金については、これまで運行事業者が補助

対象事業者として申請し、交付を受けていたが、制度改正により、令和７事業年度（令和６

年１０月～令和７年９月）からは、地域公共交通活性化再生法に基づく本協議会が補助対

象事業者となった。 

このため、本協議会が当該補助金の申請および交付を受け、運行事業者に対して補助

金を交付する必要があるため、本協議会の収入および支出について補正予算を計上する

ものである。 

 

 ２． 補正内容                                                  

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の補助対象路線である乗合タクシー藤木

角間川線、乗合タクシー杉沢中仙線、コミュニティバス長信田線、循環バスつつどんルート

及び循環バスはなちゃんルートについては、令和７事業年度の運行実績に基づき交付額が

確定するため、当初予算への計上が困難であった。 

このたび、令和８年２月２６日付け東交交第８８号により交付額の確定通知があったこと

から、本協議会が交付を受ける国庫補助金の収入及び運行事業者に対する補助金交付に

係る支出について、予算の補正を行うものである。 

 

 ３． 補正額                                                    

収入・支出補正額  8,989,000円 

 

 ４． 補助金の内訳                                              

⚫ 乗合タクシー藤木角間川線 197,000円 

⚫ 乗合タクシー杉沢中仙線 62,000円 

⚫ コミュニティバス長信田線 6,017,000円 

⚫ 循環バスつつどんルート 1,376,000円 

⚫ 循環バスはなちゃんルート 1,337,000円 

資料１ 
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　収入総額 9,893,000

　支出総額 9,893,000

　差 引 額 0

収入の部 （単位：円）

款 項 目 補正前の額 補正額 補正後の額

1 1 1 129,000 0 129,000

706,000

8,989,000

3 1 1 68,889 0 68,889

4 1 1 111 0 111

904,000 8,989,000 9,893,000

支出の部 （単位：円）

款 項 目 補正前の額 補正額 補正後の額

   運営費 1 188,000 0 188,000

会議費 1 1 132,000 0 132,000

23,200

消耗品費等 32,800

706,000

8,989,000

3 1 1 10,000 0 10,000

904,000 8,989,000 9,893,000

市歳入へ（計画策定国補助
該当分）

運行事業者へ（地域内
フィーダー系統確保維持費
国庫補助金）

令和７年度大仙市地域公共交通活性化再生協議会補正予算（案）

0

8,989,000

56,000

706,000

地域公共交通調査等事業補
助金（第5期交通計画策定支
援業務委託）

地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金

9,695,000

事業費 2 1 1 9,695,000

706,000

合　　計

予備費

合　　計

委員報酬
@3,000円×11人×4回

事務費 2 1 56,000

郵送料(書類等送付）
@110円×80通
@180円×80通

説明

繰越金 R6繰越金

諸収入 雑入

負担金

補助金 2 1 1 8,989,000

説明
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    第１章 計画策定の目的及び位置づけ 

１ 計画策定の目的 

（１）地域公共交通計画とは 
地域公共交通計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

に基づく法定計画であり、令和２年６月の法改正により、その策定が努力義務化されました。 

本計画は、地域の移動ニーズを最も把握できる地方公共団体が中心となり、交通事業者、市民、

関係団体などの多様な主体と協議しながら、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を

明らかにするものです。 

 

（２）第１期から第４期交通計画までの基本目標と主な内容 
       本市においても、これまで第４期交通計画まで策定しており、地域の実情に合った地域公共交通の

運行に努めてきました。各計画の基本目標と主な内容は次のとおりです。  
 

大仙市の新しい地域公共交通計画（第１期交通計画） 〈平成１９年度～平成２２年度〉 

基本目標 地域で支え合う、長寿社会に対応した地域公共交通 

主な内容 
最低限の生活環境基準を保障するため公共交通空白地域の解消や路線バスの

廃止代替交通として新しい交通システムの導入を検討実施 
 

大仙市のよりよい地域公共交通計画（第２期交通計画） 〈平成２３年度～平成２７年度〉 

基本目標 

地域で支え合う、長寿社会に対応した地域公共交通 

～市民・運行事業者・行政によるシビルミニマム＋αの交通システムでよりよい生

活交通へ～ 

主な内容 
第１期を継承しつつ、ベースとなる交通の利便性の向上を目指し、全地域での乗

合タクシーの運行、市内路線バスの市営化 
 

大仙市地域公共交通網形成計画（第３期交通計画） 〈平成２８年度～令和２年度〉 

基本目標 

地域公共交通を利用して、交通弱者が安心して「おでかけ」できる持続可能な交

通環境の構築 

～市民・事業者・行政による最低限の生活環境基準の保障及びまちづくりへ貢献

する、よりよい生活交通へ～ 

主な内容 
まちづくりに貢献する地域公共交通を目指し、外出機会の創出がにぎわいにつな

がる効果を期待し、「大仙市バスの日（料金無料）」を実施 
 

大仙市地域公共交通計画マスタープラン（第４期交通計画） 〈令和３年度～令和７年度〉 

基本目標 

目指すべき地域公共交通：市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共

交通ネットワーク 

目標１：他市町との移動並びに拠点間の移動を確保します 

目標２：自宅あるいは最寄りの停留所から地域拠点への移動を確保します 

目標３：交通システムの組み合わせによる移動を確保します 

目標４：交通弱者が安心して地域公共交通を利用できる制度を構築します 

主な内容 
令和２年度に実施した地域公共交通の再構築について検証を行い、その結果を

踏まえ、必要に応じて運行内容の見直しを実施 

 

（３）計画策定の目的 
「大仙市地域公共交通計画（第５期交通計画）（以下、「本計画」と表記）」は、「大仙市地域公共

交通計画マスタープラン（第４期交通計画）」を基本的に継承しつつ、現状・課題を確認するとともに、

市民ニーズや利用実態などの調査・検証を行い、人口減少社会における将来を見据えた持続可能

な地域公共交通ネットワークを構築することを目的として策定するものです。 
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２ 本計画の位置づけ 

（１）本計画の位置づけ 
本計画は、本市の最上位計画である「第３次大仙市総合計画」や「大仙市都市計画マスタープラ

ン・立地適正化計画」などのまちづくりの指針となる計画、さらには観光や福祉、教育などの関連する

計画と整合を図りつつ、連携した取組を実施していくための地域公共交通に関する基本計画として位

置づけます。 

また、市内外を結ぶ広域的な交通の指針となる「秋田県地域公共交通計画」との連携を図ります。 

 

■本計画の位置づけのイメージ図 
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（２）まちづくりの方向性を示す関連計画 
［１］第３次大仙市総合計画（令和８年３月策定） 

本市における最上位計画であり、「まちづくりの羅針盤」となるものです。 

「人が活き 人が集う 夢のある田園交流都市」を目指すべき普遍的な将来都市像に、その実現

に向けたまちづくりの基本的な方針を定めた「基本構想」、まちづくりの方向性に基づき、必要な施

策を体系的に示した「基本計画」と、具体的な事業を定めた「実施計画」で構成されています。基本

計画の目標の一つである「豊かな自然を守り、快適な住みよいまち」において、公共交通の維持・充

実に取り組むこととしています。 

本計画では、人口の将来展望と目標人口を定める「人口ビジョン」を包含しているほか、「まち・ひ

と・しごと創生法」に基づく、「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を一体化し、「人口減少の抑

制」と「地方創生の実現」に向けた施策の重点化を図っています。 

 

［２］大仙市都市計画マスタープラン（平成２１年７月策定） 

総合計画の実現に向けたまちづくり分野の個別計画です。 

経済・産業活動の低迷や少子高齢化の進行などの背景を踏まえ、市民と行政の協働により都市

づくりを進めるために策定しました。このマスタープランでは、鉄道や路線バスなど公共交通の機能

維持を重要な課題として位置づけています。特に、公共交通が十分に行き届いていない地域につい

ては、地域の実情に応じた公共交通の在り方を検討していく必要があります。 

       

      ■都市計画マスタープランにおける「拠点」と「軸」による「機能集約型都市構造」 
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［３］大仙市立地適正化計画（平成３０年３月策定） 

総合計画の実現に向けたまちづくり分野の個別計画です。 

大仙市都市計画マスタープランに包括されるもので、都市再生特別措置法に基づき、行政と市民

や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するための計画です。 都市機能の集約

と居住誘導、公共施設の集約・複合化や効果的配置を考慮した地域公共交通ネットワークの形成な

ど、利便性の高い都市の実現を目指します。 

       

      ■立地適正化計画における区域及び拠点の位置づけ 
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（３）地域公共交通の方向性を示す関連計画 
［１］秋田県地域公共交通計画（令和４年３月策定） 

秋田県全体の地域公共交通ネットワークのあり方や活性化に向けた方策を示す計画です。 

秋田県として関係者が一丸となって目指すべき地域公共交通のあるべき姿やその実現に向けて

利用者も巻き込んで総力戦として取り組むべき具体的な事業、さらには事業の進捗をチェックし、改

善を重ねるための体制などを示す計画です。 

 

      ■秋田県地域公共交通計画における仙北圏域の将来ネットワークのイメージ 
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（４）その他の関連計画 
［１］第４次大仙市観光振興計画 

総合計画の実現に向けた観光分野の個別計画です。観光振興施策を総合的かつ効果的に推進

するための具体的な方向を示すもので、市の観光振興の新たな展望を拓くための基本的な指針と

なるものです。 

 

［２］大仙市福祉関係計画 

総合計画の実現に向けた福祉分野の個別計画です。高齢者プランや、障がい者計画などにより、

全ての地域住民が自助・共助・公助によって、住み慣れた地域で心豊かに充実した生活を送ること

ができるよう、その実現を目指すための計画です。 

 

［３］第二次大仙市学校規模適正化推進計画 

少子化や学校施設の老朽化などを踏まえて、小中学校の再編を示す計画です。計画では、本市

東部（中仙、仙北、太田地域）の８小学校、３中学校を統合して１小学校、１中学校とする旨が記載さ

れています。 

 

［４］大仙市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

令和４年３月の「大仙市ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえて、「２０５０年カーボンニュートラル」や

「脱炭素社会」の実現に向け、関係機関や市民・事業者との連携・協力のもと、地球温暖化対策や

気候変動への適応の取組を総合的かつ計画的に推進していくために策定した計画です。 

方針３「次世代自動車（ＥＶ等）の推進」において、地域公共交通の利用促進やバスＥＶ化などに

ついて記載されています。 

 

［５］第八次秋田県高等学校総合整備計画 

県立高等学校の再編に係る秋田県が策定した計画です。大仙仙北地区は、令和２０年度頃には、

大仙市内にある３校（大曲農業高校、大曲高校、大曲工業高校）を２校に統合等再編整備する必要

が生じると予想されています。また、大曲農業高校太田分校については、具体的な時期は記載されて

いませんが、募集停止とするとされています。 
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３ 計画区域 
計画区域は大仙市全域とします。鉄道や路線バスの一部は市外の近隣自治体にも運行しており、人々

の移動については近隣市町との移動も考えられることから、区域外についても当該自治体と連携して事

業を行うものとします。 

 

４ 計画期間 
本計画の期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。なお、計画期間内においても、必

要に応じて見直しや修正を行います。 

 

５ 計画の対象 

本計画の目的は、人口減少社会における将来を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークを構

築することであるため、対象とする地域公共交通は、鉄道や路線バスをはじめ、コミュニティバス、循環バ

ス、乗合タクシーなど、本市内を運行する全ての交通システムとします。 

 

■市内を運行する交通システムの一覧 

交通システム 説明 運行路線または運行地域 料金 

鉄道 市内外の広域移動に対応 秋田新幹線、奥羽本線、田沢湖線 － 

路線バス 

羽後交通株式会社が運行する路

線バスで、決められた路線、時刻

で運行する 

横手大曲線、川西線、千屋線、角館

六郷線、大曲角館線、稲沢線、船岡

線、淀川線、峰吉川線、イオン・イー

ストモール線 

２００円～ 

コミュニティバス 
地域拠点間を結ぶ市営の路線バ

ス 

長信田線（大曲～仙北～太田） 

杉山田線（大曲～神岡～西仙北～

協和） 

南外線（大曲～神岡～南外） 

２００円～ 

７００円 

循環バス 

大曲地域の中心市街地（大曲駅

や市役所周辺）を運行する市営の

路線バス 

つつどんルート 

はなちゃんルート（逆回り） 
２００円 

乗合タクシー 

決められた時間に、予約に基づい

て、停留所と地域の中心地間を運

行するタクシー。利用するために

は、事前登録が必要。 

大曲地域６路線 

中仙地域１路線 

協和地域１路線 

仙北地域３路線 

太田地域８路線（区域型） 

５００円 

（太田地域 

３００円） 

乗合時 

１００円引き 

乗合タクシー 

ドアツードア型 

自宅付近から乗車可能な乗合タク

シー 

神岡地域４路線 

西仙北地域３路線 

南外地域４路線 

７００円 

市民バス 
市が公用車を用いて地域住民の

運送を行うもの 

西仙北地域３路線 

南外地域４路線 
２００円 

中仙乗合自動車 
中仙タクシー合資会社が独自に運

行する乗合タクシー 
中仙地域５路線 ３００円 

一般タクシー 
他の交通システムを補完するもの 

（市内７事業者） 
市内全域 ７００円～ 
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■市内を運行する交通システムの路線図 
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    第２章 利用者・市民・事業者等への実態調査 

１ 利用実態調査 

（１）循環バス、コミュニティバス、市民バス 
 

  令和６年８月に循環バス、コミュニティバス、市民バスの利用者を対象に、運行に関するニーズや意

見、利用状況などについて聞き取り調査を実施しています。調査結果の要約については次のとおりで

す。 
 

     ■循環バス                                                                           
    

▸利用者属性 ７０代が最多、次いで８０代が多く、高齢者中心 

▸利用目的 通院が最多、次いで買い物・公共施設利用 

▸頻度 月数回が最多、次いで週数回 

▸主要停留所 大曲バスターミナル、いきいきサロンえみのくち 

▸評価 「現状で良い」６２％、「改善が必要」３８％ 

▸改善要望 便数：昼間・朝夕の増便、１時間に２本程度、夜間運行延長 

ルート：イーストモール方面、福田町方面への延伸 

ダイヤ：鉄道との接続改善 

その他：Ｓuica 対応、遅延情報提供、停留所への屋根設置 
 

■コミュニティバス 長信田線                                                                           
 

▸利用者属性 ７０代が最多、６０代、５０代も多い。１０代（通学利用）も一定数あり 

▸利用目的 通院が最多、次いで買い物 

▸頻度 月数回、週数回が多い 

▸主要停留所 大曲バスターミナル、太田南小学校前 

▸評価 「現状で良い」７７％、「改善が必要」２３％ 

▸改善要望 便数：平日・休日とも増便（特に休日午前中） 

ダイヤ：新幹線、イオン・イーストモール線との接続改善 

その他：段差（車両階段）の解消、停留所までの距離 
 

■コミュニティバス 杉山田線                                                                           
 

▸利用者属性 ８０代が最多、次いで６０代が多く、高齢者中心 

▸利用目的 通院が最多、次いで買い物 

▸頻度 毎日利用が最多、次いで週数回 

▸主要停留所 大曲バスターミナル、かみおか温泉 

▸評価 「現状で良い」８２％、「改善が必要」１８％ 

▸改善要望 便数：土日運行・１時間に１本程度の増便 

ダイヤ：出勤に間に合うよう以前のダイヤへ戻す、鉄道との接続改善 

その他：フリー区間拡大、ノンステップバス導入 
 

■コミュニティバス 南外線                                                                           
 

▸利用者属性 ８０代が最多、次いで７０代、６０代 

▸利用目的 通院が最多、次いで通勤（他路線と比べ通勤利用が多い） 

▸頻度 毎日利用・週数回利用が多い 

▸主要停留所 大曲バスターミナル、白金町、かみおか温泉 

▸評価 「現状で良い」６５％、「改善が必要」３５％ 

▸改善要望 便数：減便後の不便解消、平日と同等の休日運行、間隔の短縮 

ダイヤ：発着時間の見直し、鉄道・他路線との接続改善 

その他：料金引下げ、車両の小型化 
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■市民バス（西仙北地域・南外地域）                                                                           
 

▸利用者属性 ８０代が最多、次いで７０代 

▸利用目的 通院、公共施設利用が最多、次いで買い物 

▸頻度 月１回利用が最多、次いで週数回 

▸主要停留所 西仙北高齢者ふれあいセンター、にしせんぼく薬局、南外支所 

▸評価 「現状で良い」62％、「改善が必要」38％ 

▸改善要望 便数・時間帯：帰りの１２時便の運行 

停留所：刈和野・大町への追加、全区間フリー乗降希望 

行先：大曲厚生医療センターまでの直通 

 

［調査結果を踏まえた各路線の現状］ 

     ■循環バス                                                                           

▸高齢者利用が中心であり、生活交通として重要。 

▸「便数不足」への不満が突出（昼間・朝夕の便、夜間運行延長 等）。 

▸鉄道との接続が不十分。 

▸情報提供や支払い手段が限られている等の利便性の低さ。 

 

■コミュニティバス 長信田線                                                                

▸高齢者と学生（通学利用）の双方が利用しており、幅広い世代のニーズあり。 

▸「便数不足」や「休日の本数不足」に不満。 

▸新幹線や路線バスとの接続が不十分。 

▸車両の段差が不便。 

▸停留所まで距離があり利用しづらい。 

 

■コミュニティバス 杉山田線                                                                

▸毎日利用者が多く、通勤・通院・買い物の基幹交通として定着。 

▸現状満足度は高いが、土日運休や便数不足への不満が残る。 

▸ダイヤ改正により一部利用者が不便を感じている（出勤時間）。 

▸高齢者中心だが車両がバリアフリー対応されていない。 

 

■コミュニティバス 南外線                                                                       

▸高齢者の利用が中心だが、通勤利用も一定数ある。 

▸減便後に不便さが顕著、特に平日と休日の便数格差が大きい。 

▸鉄道・他路線との接続が悪く、通勤通学に支障。 

▸料金負担感や車両規模への不満も。 

 

■市民バス（西仙北地域・南外地域）                                                       

▸便数不足が課題。 

▸停留所の不足（刈和野・大町 等）、フリー乗降区間の限定に不満。 

▸市中心地の医療機関への直通アクセス需要がある。 
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（２）乗合タクシー 
 

令和６年７月から９月にかけて、市内全地域で運行する乗合タクシーの利用者を対象に、運行に関

するニーズや意見、利用状況などについて、アンケート調査を実施しています。調査結果の概要につい

ては次のとおりです。 
 

■乗合タクシー（全路線）                                                                           
 

▸利用者属性 ８０代が最多、次いで７０代で高齢者利用が中心 

▸利用目的 通院が最多、次いで買い物 

▸頻度 月２～３回が最多、次いで週２～３回 

▸評価 「現状で良い」６２％、「改善が必要」３８％ 

 

［調査結果を踏まえた各路線の現状］ 

路線名 問題・要望 等 

■内小友線 午前の便不足（特に１０時台）、増便要望が多数 

■四ツ屋線 便数不足 

■高関上郷線 午前便（１０時台）の不足 

■中山線 土日の運行なし、午前便の不足、停留所ごとに時間を設定してほしい。 

■藤木角間川線 休日運休、午前・午後の便不足、停留所の利便性不足 

■関金線 料金制度への不満（値上げ後の負担感） 

■土川線 電車接続の不便、最終便（１５時３０分）が早い 

■杉沢中仙線 路線外での乗降制限、休日運休 

■船沢線 便数不足、電車接続の不便、休日運休 

■板見内線 １２時台の便不足、停留所不足 

■上野田線 土曜運休、１２時台の便不足 
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２ 地域協議会ヒアリング調査 

本市では旧市町村単位に地域自治区を設置しており、各地域の課題解決のための協議や市への提

言を行っていただく地域協議会をそれぞれ設置しています。令和６年度には、地域公共交通に関する意見

聴取を実施しています。調査結果の概要については次のとおりです。 
 

地域 

協議会 
既存地域公共交通の評価 

求められる地域公共交通の

あり方 
その他意見 

大曲 

・高齢者や免許返納者の生活

の支えとしては一定の評価。 

・循環バスの老朽化や周知不

足が課題。 

・乗合タクシーの利用層の固

定化が懸念。 

・停留所の増設や増便による

利便性の向上。 

・定額制導入やのりのりきっぷ

の電子カード化による利便

性の向上。 

・イベントや観光と連携した運

行による交流促進の仕組み。 

・公共交通は市民サービスと

して維持が必要。 

・免許返納の進行に伴う交通

確保は重要課題。 

神岡 

・乗合タクシーの利便性は高

齢者に好評。 

・広報不足や直通路線の欠如

が課題。 

・免許返納後の外出支援は最

優先。 

・割安料金と時刻表の整備に

よる利便性向上。 

・路線廃止ではなく存続を求

める声が多い。 

・住民協力による地域での支

え合いが必要。 

西仙北 

・乗合タクシーは高齢者の生

活を支える手段。 

・予約制の煩雑さや周知不足

が課題。 

・柔軟な予約対応は利用しや

すさの鍵。 

・登録や手続きの簡素化が必

要。 

・ライドシェア的発想は新たな

可能性。 

・安価で支え合う仕組み。 

・市全域マップは詳細すぎる

ため、エリア別の大きめブロ

ック表示のほうが見やすい。 

中仙 

・乗合タクシーは生活の支え。 

・限界集落での利用減が課

題。 

・フリー乗降や柔軟な運行に

よる利便性の向上。 

・大曲方面の直通便や通学タ

クシーを要望。 

・高齢化を見据えた交通確保

が必要。 

・地域交流の促進は支援体制

づくりの基盤。 

協和 

・路線バスによりある程度カバ

ーできている。 

・広報不足や乗り継ぎ不便が

課題。 

・柔軟な乗降やのりのりきっぷ

の増額。 

・ライドシェアによる分散集落

への支援。 

・紙時刻表の配布による高齢

者への配慮。 

・地域交通を活用した交流は

地域の一体感の強化につな

がる。 

南外 

・現行交通への満足度は高

い。 

・車を持たない高齢者の移動

確保が重要。 

・現状維持を基本としつつ直

通性の確保が理想。 

・通院や買い物に便利な路線

設計が必要。 

・医療アクセスの確保が最重

要課題。 

仙北 

・乗合タクシーやのりのりきっ

ぷは一定の評価。 

・停留所の間隔の広さや周知

不足が課題。 

・交通弱者を守りつつ柔軟な

運行が必要。 

・広報強化と若者への情報発

信が重要。 

・休日やイベント時の増便によ

る利用促進。 

・観光ルート設定は地域振興

の要素。 

太田 

・公共交通は地域生活の基

盤。 

・予約の手間や行先制限が課

題。 

・柔軟な運行とデジタル化の

推進による利便性の向上。 

・ライドシェアや共助型送迎等

の新たな支援。 

・高齢化に伴う交通弱者の増

加は確実。 

・公共交通の維持が生活満足

度の向上に資する。 
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３ 市民意向調査 
令和７年度に１６歳以上８４歳以下の市民 1,000 人（無作為抽出）を対象とした市民による市政評価

の実施を通じて、公共交通に対する意見や考え方に関するアンケート調査を実施しています。調査結果の

概要については次のとおりです。 
 

問１ 

普段利用している

公共交通 

・「路線バス」（4.3％）、「コミュニティバス」（2.0％）、「循環バス」

（1.8％）、「乗合タクシー」（1.8％） 

・利用者は全体の約１割にとどまり、約９割は「利用しない」と回答。 

・高齢層（８０代 ３４．３％）と若年層（１０代 ２０．０％）で利用が目立ち、

５０代は最も低い（1.2％）。 

・地域別では南外（１７．７％）、大曲（１４．６％）が比較的高く、仙北（２．

４％）、太田（０％）は低水準。 

問２ 

利用時の不便さ 

（問１で利用してい

ると回答した方の

み） 

・利用者の６５．３％が「困ることがある／たまにある」と回答。 

・年代別では７０代・８０代が特に不便を多く指摘。 

・地域別では大曲地域からの不便意見が最多。 

問３ 

改善・充実を望む点 

（問２で困ることが

あると回答した方

のみ） 

・最多は「運行本数」（６５．６％）、次いで「運行時間」（４６．９％）、「駅や

停留所までの距離」（２１．９％）。 

問４ 

今後の公共交通の

あり方 

・最も多いのは「多少の負担増でも利便性維持」（３２．２％）、次いで「負

担維持・路線見直し」（２６．１％）。 

問５ 

今後必要な取組 

・最も多いのは「高齢者等への移動支援」（６１．２％）、「理解しやすい情

報提供」（３１．９％）、「乗り放題制度」（３０．７％）。 

・「自動運転バス」（７．４％）、「ライドシェア」（７．４％）や「電動アシスト

自転車」（３．２％）への関心は低い。 

 

［調査結果の整理（調査全体から見えること）］ 

・公共交通の利用は限定的だが、高齢者や若年層にとっては不可欠な基盤である。 

・多くの利用者が不便さを感じており、「本数・時間・停留所距離」等の基本的な利便性の改善が望ま

れている。 

・今後の取組としては、高齢者等への移動支援や情報提供の充実が重視されている。 
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４ 交通事業者・庁内関係課ヒアリング調査 
令和７年度に交通事業者や庁内関係課に対してヒアリング調査を実施しています。調査結果の概要に

ついては次のとおりです。 
 

テーマ 
バス事業者 

（羽後交通） 

タクシー事業者 

（７社） 

鉄道事業者 

（大曲駅） 

庁内関係課  
教育総務課 観光交流課 

運
行
・ダ
イ
ヤ 

ルートは長年固

定。居住地拡散に

よりルート短縮・

変更の余地あり。

鉄道接続は限定

的。単純な増便は

困難だが、短縮と

の組合せで対応

可能。 

通院・買物需要

中心。午前中利

用集中。乗合タク

シーは、１０時台

便や自宅前送迎

希望多数。地域や

曜日による偏在

が顕著。 

鉄道に合わせた

バスのダイヤ調

整をお願いした

い。大きな改正

予定はない。 

通学路線と公共

交通が重複。ダ

イヤ調整や路線

短縮の検討が

必要。 

観光施設行きの

路線が運休・廃

止。アクセス改

善策（臨時便・

登録不要運行）

を要望。 

人
材
確
保
・経
営 

全営業所で赤字。

貸切収入で補填。

運転手平均５８

歳、若年層確保

困難。拘束時間や

休日の少なさが

壁。 

平均年齢は６０〜

７０代。応募はあ

るが定着難。待遇

や拘束時間が課

題。経営支援・燃

料補助等の行政

支援を希望。 

特に意見なし。 

交通事業者の

運転手不足が

課題。 

特に意見なし。 

利
用
促
進 

・広
報 

利用増難航。小

型車両化や定期

券・一日券導入は

慎重。 

チラシ等の紙媒

体での広報を希

望。車内広告・口

コミによる周知は

一部で実施。 

市広報紙や観

光ＰＲを活用した

連携を提案。継

続的なイベント

開催を期待。 

学校再編に伴う

バス路線統合や

児童生徒の料

金無料化の検

討。 

市民限定制度

の見直しや「ま

ちぶらカード」等

との割引連携を

提案。 

デ
ジ
タ
ル
技
術 

・Ａ
Ｉ
交
通 

バスロケ導入経

験あり。ＡＩオンデ

マンドは他市で試

験中。大仙市でも

実施可能。 

ＰａｙＰａｙ等キャッ

シュレスは導入

済。アプリ予約は

高齢者には不要

とする意見多数。

ＡＩ交通は「定時

要素あり」での導

入を希望。 

Ｓｕｉｃａの利用エ

リア拡大の要望

あり。ＡＩオンデマ

ンドは導入可能

と認識。 

特に意見なし。 特に意見なし。 

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア 

・新
制
度 

自社によるライド

シェア導入予定な

し。制度整備が前

提。 

公共ライドシェア

には賛成多数。日

本版ライドシェア

には責任所在不

明確で反対・慎重

意見多い。 

他市町の実証

運行に注目。 

スクールバス混

乗は安全・公平

性の課題あり。 

乗合タクシーの

市民登録制の

撤廃等を提案

（観光客利用促

進目的）。 

観
光 

・二
次
交
通 

観光需要は限定

的（花火時のみ

増）。観光情報発

信の車内放送は

可能。 

一般タクシーが観

光施設アクセスを

一部担うが、需要

は限定的。 

観光よりビジネ

ス利用が中心。

宿泊・イベント・

二次交通の充

実を要望。 

特に意見なし。 

旧本郷家住宅・

旧池田氏庭園

等の主要観光

地へのアクセス

改善を強く要

望。 
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第３章 第４期交通計画における事業の評価・検証 

１ 第４期交通計画の概要 
第４期交通計画においては、これまでの地域公共交通を活かしつつ改善を図るとともに、新たな取組

を加えることで、人口減少下においても交通網と利用者数を維持し、市民が「利用しやすい」と感じられ

る地域公共交通ネットワークの整備を目的とし、４つの基本目標を掲げ、その実現に向けた事業を展開し

ています。 

 

［第４期交通計画の体系図］ 

 
  

事業３　利用促進

施策２　地域拠点を核とした地域内移動の確保（再掲）

施策４　公共交通の利便性の向上

事業１　新たな技術の活用

事業２　観光分野との連携

基本目標３　交通システムの組み合わせによる移動を確保します
　 目標数値①：各交通の乗り継ぎ可能便数の増加　往路45.1％　復路50％（Ｒ２）　→　往路・復路60％（Ｒ７）

施策３　乗り継ぎ環境の向上

事業１　乗り継ぎ可能な運行時刻の調整

事業２　待合い機能と情報提供設備の整備

　目指すべき地域公共交通

　『市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共交通ネットワーク』

基本目標１　他市町との移動並びに拠点間の移動を確保します
　 目標数値①：市町村幹線交通と地域間支線交通の利用者の維持　297,527人（Ｒ１）　→　298,000人（Ｒ７）

　 目標数値②：市町村幹線交通と地域間支線交通の路線数の維持　10路線（Ｒ２）　→　10路線（Ｒ７）

　 目標数値③：市町村幹線交通と地域間支線交通の費用増額の抑制　73,592千円（R2）→　78,000千円（R7）

施策１　地域拠点間の連携維持

事業１　市町村幹線の維持

事業２　地域間支線の運行内容等の見直し

基本目標２　自宅あるいは最寄りの停留所から地域拠点への移動を確保します
　 目標数値①：地域内支線交通の利用者の維持　29,867人（Ｒ１）　→　30,000人（Ｒ７）

　 目標数値②：地域内支線交通の路線数の維持　39路線（Ｒ２）　→　39路線（Ｒ７）

　 目標数値③：地域内支線交通の費用増額の抑制　104,618千円（R2）→　110,000千円（R7）

基本目標４　交通弱者が安心して公共交通を利用できる制度を構築します
　 目標数値①：運転免許返納の促進　287人（Ｒ１）　→　300人（Ｒ７）

 　目標数値②：市政評価の満足度の向上　3.19（Ｒ２）　→　3.4（Ｒ７）

　 目標数値③：交通弱者への補助事業費等の確保　57,161千円（R2）→　58,000千円（R7）

施策２　地域拠点を核とした地域内移動の確保

事業１　地域内支線の整備

事業２　地域内支線の運行内容等の見直しやNPO等による新たな交通システムの導入検討

事業３　福祉施策との連携検討
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２ 第４期交通計画における事業の実施状況 
第４期交通計画では、路線バスの存廃協議やコミュニティバスの時刻・停留所見直し、乗合タクシーの

新設・延伸、市民バスへの予約制の導入など、比較的規模の大きい事業から小規模な事業まで実施して

きました。一方で、貨客混載や福祉車両との連携、二次交通の整備、キャッシュレス・情報提供基盤の構

築など、法制度に係る事業や本市以外との広域連携、追加のコストが伴う事業はやや停滞しました。 

その結果、幹線や中心的なサービスは概ね維持されているものの、需要の少ない区間では路線の縮

小や予約制・ドアツードア化への転換が進みました。また、利用促進施策については、単発効果にとどまり、

恒常的な利用増には結びついていない状況です。 

 

［第４期交通計画における事業の実施状況］ 

事業 具体事業 実施状況 

市町村幹線の維持 

Ｎo.１ 

バス路線の存続・廃止

協議 

・羽後交通、横手市との協議の末、令和５年９月末で路線バス

角間川線が廃止となった。 

地域間支線の運行

内容等の見直し 

Ｎo.２ 

コミュニティバスの運行

内容（ルート、時刻、乗

降場所）の検討 

・令和２年度のコミュニティバス乗り込み調査の結果を受け、通

勤利用に対応するため、南外線１、２便の運行時刻を見直し

た。 

・コミュニティバス杉山田線の路線を神岡地域宇留井谷地地

区へ延伸した。 

・コミュニティバス長信田線と路線バス千屋線の接続を検討し

たが、運行時間や運転手確保の観点から実施には至ってい

ない。 

地域内支線の整備 

Ｎo.３ 

乗合タクシー等新規路

線の検討 

・乗合タクシー藤木線の路線を角間川地域木内・布晒・門目地

区へ延伸した。 

・交通空白地域において、乗合タクシーの需要調査を実施した

が、現時点では導入の必要性が低い結果となったことから、

導入には至っていない。 

地域内支線の運行

内容等の見直しやＮ

ＰＯ等による新たな

交通システムの導入

検討 

Ｎo.４ 

循環バスの運行内容

（ルート、時刻、乗降場

所）の検討 

・令和２年度からの実証運行を踏まえ、運行経路や運行時刻の

見直しを行った。 

Ｎo.５ 

乗合タクシーの運行内

容（ルート、時刻、乗降

場所）の検討 

・杉沢中仙線において、要望を受け、極楽野地区に新たな乗降

場所を追加した。 

・仙北地域乗合タクシーにおいて、仙北地域の公共施設や医

療機関への乗降場所設置を検討したが、既存の路線バスの

停留所と重複することから、実施には至らなかった。 

Ｎo.６ 

乗合タクシードアツード

ア型の運行内容（時

刻、乗降場所）の検討 

・神岡地域乗合タクシーにおいて、地域中心地から集落への帰

りの便数を増便した。 

・西仙北地域乗合タクシーにおいて、地域の中心地を自由乗降

エリアとして設定した。 

・南外地域乗合タクシーにおいて、運行日を週２日から３日に

増便した。 

Ｎo.７ 

市民バスの運行内容

（予約制、運行形態等）

の見直し 

・西仙北市民バスにおいて、定時定路線による運行から予約制

かつ予約のあった区間のみを運行する方式へと移行した。 

・南外市民バスにおいて、予約のあった区間のみを運行する方

式へと移行した。 
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事業 具体事業 実施状況 

地域内支線の運行

内容等の見直しやＮ

ＰＯ等による新たな

交通システムの導入

検討 

Ｎo.８ 

生活バス兼スクールバ

スの利便性向上 

・通学対応を主とした運行体制や運転手不足の影響により、利

便性向上のための施策実施には至っていない。 

Ｎo.９ 

ＮＰＯ等の地域団体に

よる有償運送の検討 

・地域住民同士の支え合いによる移動支援を実施する団体に

対し、運行にかかる経費の一部を補助する制度を新設し、当

該団体を支援した。 

Ｎo.１０ 

交通システムによる貨

客混載の検討 

・未検討 

福祉施策との連携

検討 

Ｎo.１１ 

福祉サービス等の既存

の輸送システムとの連

携の検討 

・交通空白地域において、福祉施設の車両の空き時間を活用

した代替交通を検討したが、従業員不足により実現には至ら

なかった。 

Ｎo.１２ 

障がい者施策との連携 

・交通助成券「のりのりきっぷ」を介護タクシーでも利用可能と

した。 

・障がい者バス・タクシー券を市の公共交通でも利用可能とし

た。 

乗り継ぎ可能な運行

時刻の調整 

Ｎo.１３ 

乗り継ぎ可能な時刻の

調整 

・中仙乗合自動車の東部長野線において、鉄道への乗り継ぎ

に対応するため運行時刻を見直した。 

・コミュニティバス杉山田線の経路を延伸し、路線バス淀川線

と接続させた。 

・南外市民バスの運行時刻を全便でコミュニティバス南外線へ

接続できるよう見直した。 

待合い機能と情報

提供設備の整備 

Ｎo.１４ 

交通結節点になる公共

施設等に交通案内板

の設置 

・案内板の設置には至らなかったものの、市内全域の路線図を

網羅した交通マップを作成し、交通結節点や医療機関等に配

布した。 

新たな技術の活用 

Ｎo.１５ 

利用料金のキャッシュレ

ス化 

・路線バス、コミュニティバス、循環バスにおいて、ＱＲコード決

済が導入された。 

観光分野との連携 
Ｎo.１６ 

二次交通の検討 

・大曲駅からの二次交通として観光タクシーの導入が検討され

たが、現段階で実施には至っていない。 

利用促進 

Ｎo.１７ 

交通システムの利用促

進 

・７５歳以上の高齢者及び運転免許証返納者に対し、バスやタ

クシーで使える交通助成券「のりのりきっぷ」を交付した。 

・市内イベントに合わせて、コミュニティバス及び循環バスの料

金無料日を設定し、利用促進を行った。 

Ｎo.１８ 

交通システムの利用料

金体系の見直し等 

・昨今の状況に合わせ、乗合タクシーの運行経費の見直しや、

羽後交通の路線バスの利用者負担の値上げが行われたが、

割引制度の導入等は実施に至っていない。 
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３ 目標の達成状況 
第４期交通計画の実施にあたっては、基本目標ごとに目標数値を設定しており、達成状況は次のとお

りとなっています。なお、目標数値の評価にあたっては、次の基準に基づき評価します。 
  

［目標数値の評価基準］  
 

Ａ：目標数値を上回る  Ｂ：１０割～８割  Ｃ：８割未満～５割  Ｄ：５割未満 
 

［第４期交通計画における目標数値の達成状況］ 

【基本目標１】他市町との移動並びに拠点間の移動を確保します 

評価項目 基準数値 目標数値 現状数値 評価 

市町村幹線交通と地域間支

線交通の利用者の維持 

２９７,５２７人 

(令和元年度) 

２９８,０００人 

(令和７年度) 

２２０,５１２人 

(令和６年度) 
Ｃ 

市町村幹線交通と地域間支

線交通の路線数の維持 

１０路線 

(令和２年度) 

１０路線 

(令和７年度) 

９路線 

(令和７年度) 
Ｂ 

市町村幹線交通と地域間支

線交通の費用増額の抑制 

７３,５９２千円 

(令和２年度) 

７８,０００千円 

(令和７年度) 

９３,４５９千円 

(令和６年度) 
Ｂ 

 

【基本目標２】自宅あるいは最寄りの停留所から地域拠点への移動を確保します 

評価項目 基準数値 目標数値 現状数値 評価 

地域内支線交通の利用者の

維持 

２９,８６７人 

(令和元年度) 

３０,０００人 

(令和７年度) 

２８,３２５人 

(令和６年度) 
Ｂ 

地域内支線交通の路線数の

維持 

３９路線 

(令和２年度) 

３９路線 

(令和７年度) 

３９路線 

(令和６年度) 
Ｂ 

地域内支線交通の費用増額

の抑制 

１０４,６１８千円 

(令和２年度) 

１１０,０００千円 

(令和７年度) 

１２３,９０２千円 

(令和６年度) 
Ｂ 

 

【基本目標３】交通システムの組み合わせによる移動を確保します 

評価項目 基準数値 目標数値 現状数値 評価 

各交通の乗り継ぎ可能便数の

増加 

往路４５.１％ 

復路５０.０％ 

(令和２年度) 

往路６０.０％ 

復路６０.０％ 

(令和７年度) 

往路６０.０％ 

復路６３.１％ 

 (令和７年度) 

Ａ 

 

【基本目標４】交通弱者が安心して公共交通を利用できる制度を構築します 

評価項目 基準数値 目標数値 現状数値 評価 

運転免許返納の促進 
２８７人 

(令和元年度) 

３００人 

(令和７年度) 

２４０人 

(令和６年度) 
Ｂ 

市政評価の満足度の向上 
３.１９ 

(令和２年度) 

３.４０ 

(令和７年度) 

３.０２ 

(令和７年度) 
Ｂ 

交通弱者への補助事業費等

の確保 

５７,１６１千円 

(令和２年度) 

５８,０００千円 

 (令和７年度) 

28,35８千円 

(令和６年度) 
Ｄ 

 

第４期交通計画では、乗り継ぎの利便性の向上など一定の成果があったものの、利用者数の減少、

運行費用の増加など、地域公共交通を取り巻く構造的課題が顕著となりました。 

第５期交通計画においては、需要減少社会に適応した交通ネットワークへの再編、区域型運行や共

助交通の活用、デジタル技術の活用などによる運行効率化や利便性向上、交通弱者支援の強化など

に取り組み、持続可能な交通ネットワークの構築を図る必要があります。 
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第４章 大仙市が抱える課題 

１ 踏まえるべき大仙市の現状の整理 

（１）地理的背景に基づく地域公共交通の検討における前提条件 
 

現状① 広大な市域を有していること 

本市は、平成１７年３月２２日に大曲仙北地域の８つの市町村が合併し誕生しました。 

このうち大曲地域は市の中心部で、大仙市役所本庁が置かれ、周辺には国や県の各行政出先機関

などの公共施設が存在します。 

併せて、交通の要衝であり、地域の主要な道路と鉄道が集中しています。 
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現状② 標高差が少ない比較的平地に生活圏が形成されていること 

大仙市の東部には仙北平野が広がり、生活拠点は集まっているものの、人口密度は低く分散してい

ます。これに対し西部は緩やかな丘陵地帯で、山地の谷沿いに小規模な集落が点在しています。 

 

     ■標高メッシュ（１０ｍごとの平均標高）と令和２年における人口メッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国勢調査 

■令和２年における人口分布（高齢者（６５歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査     
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現状③ 豪雪地帯に指定されていること 

季節風は、市の東部に位置する奥羽山脈の山々にぶつかり、気候区分は日本海側気候に分類され

ます。夏は、太平洋側からの季節風は遮られ晴れの日が多くなっています。やませ（東風）も奥羽山脈

によるフェーン現象により高温化し、日照時間は長く気温が上昇するため、特に平野部では真夏日や

熱帯夜になることがあります。冬は、日本海側から吹く湿った冷たい風が、秋田平野を越え出羽山地の

山々にぶつかりながら奥羽山脈に至ります。そのため降雪量が多く気温が下がり、日照時間は短くなり

ます。冬場は湿潤な気候ですが、大雪が降る場合は乾いた雪が降り積もります。市全域が豪雪地帯で

あり、特に協和地域は特別豪雪地帯に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ■豪雪地帯の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

■月別平均降水量の比較（昭和６０年から令和６年までの平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁 
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（２）交通的背景に基づく地域公共交通の検討における前提条件 
 

現状① 各地域を結ぶ道路交通網、鉄道網が整備されていること 

秋田市や横手市方面へ通じる国道１３号、仙北市や由利本荘市方面へ通じる国道１０５号、仙北市

と協和地域を結ぶ国道４６号が整備されており、これらにより近隣市町との円滑な往来が可能となって

います。 

鉄道については、新幹線が高速交通機関として本市と首都圏の移動を可能とし、人的交流、経済流

通を促進しています。また、市民の生活に欠かすことのできない交通手段として、奥羽本線、田沢湖線

が運行されており、通勤、通学、買い物など幅広い目的で、学生などの若年層から高齢者まで広く利

用されています。 

 

■道路交通網、鉄道網図 
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現状② 各地域で多様な交通システムが運行されていること 

本市の地域公共交通は、市内を縦横に走る鉄道網を基軸とし、幹線系統として民間事業者による路

線バスが運行されています。これに接続するフィーダー系統としては、市が実施主体となり、市街地を運

行する循環バスや、地域拠点間を結ぶコミュニティバス、さらに、廃止となった路線バスの代替交通とし

て、乗合タクシーや自家用有償旅客運送による市民バスが運行されているほか、南外地域では、住民

同士の支え合いによる移動手段もあります。 

複数回の乗り継ぎを要する場合もありますが、各拠点間の移動が可能な交通ネットワークが構築さ

れています。 

 

■交通システムの路線図（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※交通システムの詳細については、別冊資料編を参照。 
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２ 大仙市が抱える地域公共交通の現状と課題 

課題① 人口減少と高齢化に対応した適切な地域公共交通サービスの提供 
  

  

現状： 大仙市の人口は令和２年で７７，６５７人と、平成２２年からの１０年間で約１万人減少しており、

年間平均で１，０００人規模の減少が続いています。さらに、令和２２年には約５４，０００人まで減

少すると推計されています。高齢化率は３８．５％で全国平均を大きく上回り、今後も上昇傾向に

あります。特に南外・西仙北・協和地域での減少が著しく、人口構造の偏りも進んでいます。 

 

■総人口及び年齢３区分別人口（割合）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題： 現在の中心的な利用者である高齢者については、高齢化率の上昇により、暮らしの足として地

域公共交通が果たす役割の重要性及び必要性は、今後高まることが予想されます。 

一方で、高齢者の総数は将来的に減少していくことが予測されるため、全体の利用者数の減

少が懸念されます。その結果、採算性やサービスの持続性が低下する可能性があることから、各

地域の状況に即した適切な地域公共交通の維持が求められています。 

  

■市内地域別人口の推移（平成７年の人口を１とした場合の指数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大仙市資料 
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課題② ニーズに応じた柔軟な運行形態の再構築と利便性向上による利用促進 
  

  

現状： 市内を走る路線バスは、平成２９年度の年間利用者４０７，５１７人から令和６年度には２２３，６

７４人へと約４５％も減少しました。また、コミュニティバスは市運営移行後に一時的に利用が増え

たものの、その後は年間３４，０００人程度で横ばいとなっているほか、その他の交通システムにつ

いても、利用者数は減少傾向にあります。 

また、市民などへの実態調査においては、循環バスでは「便数不足」「夜間運行がない」、コミ

ュニティバスでは「休日運行が少ない」「停留所が遠い」「車両の段差が不便」、乗合タクシーで

は「午前便不足」「休日運休」「電車接続が不便」といった意見が挙げられています。 

 

■民間路線バスごとの利用者数の推移（協和地域スクールバスを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コミュニティバス路線ごとの利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題： 少子高齢化や自家用車の依存が地域公共交通の利用者数減少につながり、このままでは更

なる赤字を招くことや市の財政負担が増加すること、現在の路線の維持が困難になることなどが

懸念されます。そのため、これまで利用していない方の利用促進に加え、既存利用者の利用頻度

を増やすために、ニーズに応じた柔軟な運行サービスを提供するとともに、利用頻度の増加に向

けた施策の展開が必要です。 

また、単にダイヤや料金などの運行サービスだけではなく、バリアフリー化の推進や待合室の快

適性、分かりやすい情報提供なども含めた利便性向上も求められます。 
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課題③ 財政負担の抑制に向けた効率的な運行への転換 
  

  

現状： 本市の地域公共交通には、国・県・本市から年間で約２億５千万円前後の予算が投入されて

おり、そのうち本市では２億円以上を負担しています。また、その額は年々上昇しています。併せて、

利用者一人当たりの財政投入額は令和元年度で４０１円だったのに対し、令和６年度には７１８

円へと増加しており、費用対効果が低下しています。交通システムごとにばらつきはありますが、

多くの交通システムで利用者一人当たりの財政投入額が増加しており、利用者数の減少と財政

支出の増加が反比例していることから、自治体財政への圧迫が強まっています。 
 

■財政負担額の推移                                                   （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通システムの運行に係る財政投入額                                   （人、円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

課題： 利用者数の減少により収入が減少している一方で、地域公共交通の維持に係る財政負担は

増加しています。人口減少が進む中で、市の財政負担を現状のまま負担し続けることは難しいた

め、持続可能な財源確保や効率的な運行体制への見直しが必要となっています。 

特に、一般の路線バスやコミュニティバスをはじめ、多様な交通システムが多様な仕組みで運

用されている現状では、効率的な運用を可能にする制度の再設計が求められています。その再設

計を行うことで、市民や来訪者、これまで利用していない方々に対しても、交通ネットワークの分か

りやすさ向上に寄与することが期待されます。 
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課題④ 交通システム間の接続性を高めた円滑な移動環境の構築 
  

  

現状： 大仙市は、ＪＲ奥羽本線・田沢湖線や秋田新幹線といった鉄道網、路線バスなどの多様な交通

システムが運行されていますが、利用者アンケートでは、交通システム間の接続性が十分ではな

いという意見が挙げられています。 

また、本市が運行している地域公共交通に関しての乗り継ぎ状況をみると、乗り継ぎ可能便は

令和２年時点の約４５～５０％から令和７年には６０～６３％まで上昇していますが、約４割程度は

接続性が十分に確保されていない状況にあります。 
 

■乗り継ぎ状況の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題： 広域な市内移動を円滑にするためには、交通システム同士の乗り継ぎ改善やダイヤ調整を進

め、利用者満足度の向上や利用者の定着に向けた取組が必要です。しかし、全ての交通システ

ム、全ての便を完全に接続させることは難しいため、ニーズ把握などに基づく市民行動を踏まえ

ながら、適切な範囲で乗り継ぎ利便性の向上を図っていく必要があります。 

R２ 

地域 
交通システム 

上段：生活拠点↔地域拠点 
下段：地域拠点↔中核拠点 

往路 復路 

全便数 
乗り継ぎ 
可能便数 

全便数 
乗り継ぎ 
可能便数 

神岡 
乗合タクシー 

８ ６ ８ ８ 
コミュニティバス、ＪＲ 

西仙北 
乗合タクシー、市民バス 

２０ １２ ２０ １１ 
コミュニティバス、ＪＲ 

中仙 
乗合自動車、乗合タクシー 

１２ ３ １５ ５ 
路線バス、ＪＲ 

協和 
生活バス兼スクールバス、 

乗合タクシー ３８ １５ ３７ １８ 
ＪＲ、コミュニティバス 

協和 
（秋田方面） 

生活バス兼スクールバス、 
乗合タクシー ３３ １８ ３７ １８ 

ＪＲ 

南外 
乗合タクシー、市民バス 

２３ ９ ３１ １８ 
コミュニティバス、ＪＲ 

太田 
乗合タクシー 

１０ ２ １０ １ 
コミュニティバス 

合計 １４４ ６５ １５８ ７９ 

割合 － ４５.１% － ５０.０% 

 
R７ 

地域 
交通システム 

上段：生活拠点↔地域拠点 
下段：地域拠点↔中核拠点 

往路 復路 

全便数 
乗り継ぎ 
可能便数 

全便数 
乗り継ぎ 
可能便数 

神岡 
乗合タクシー 

１２ １０ １２ １０ 
コミュニティバス、ＪＲ 

西仙北 
乗合タクシー、市民バス 

２０ １２ ２１ １２ 
コミュニティバス、ＪＲ 

中仙 
乗合自動車、乗合タクシー 

１２ ６ １３ ７ 
路線バス、ＪＲ 

協和 
生活バス兼スクールバス、 

乗合タクシー ３６ ２０ ３２ １５ 
ＪＲ、コミュニティバス 

協和 
（秋田方面） 

生活バス兼スクールバス、 
乗合タクシー ２６ １３ ２７ １５ 

ＪＲ 

南外 
乗合タクシー、市民バス 

２９ ２３ ４５ ４０ 
コミュニティバス、ＪＲ 

太田 
乗合タクシー 

１０ ３ １０ ２ 
コミュニティバス 

合計 １４５ ８７ １６０ １０１ 

割合 － ６０.０% － ６３.１% 

※乗り継ぎ可能な便は、概ね３０分以内の待ち時間であると定義 
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課題⑤ 公平なアクセシビリティの確保による地域間格差の解消 
  

  

現状： 本市は、広大な市域を有しており、居住地も広範囲に拡大していますが、停留所までの距離が

長いことや、利用可能な時間帯が限られているなど、公共交通を利用しにくい状況が見られます。    

また、地域協議会では、地域公共交通マップの不便さ、利用方法の周知不足が指摘されてお

り、利用機会が制限されている可能性があります。 

 

■令和２年における人口メッシュと交通システムの路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査        

 

課題： 中心部では一定の交通手段が確保されている一方で、同等のサービス水準（ダイヤ、料金、乗

り継ぎ利便性など）がない地域も存在しています。移動手段に格差があることで、生活機能への

アクセスの不公平さ、地域の均衡ある発展の妨げになっている可能性があることから、公平なア

クセシビリティの確保に向けた地域公共交通ネットワークの構築が求められています。 
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課題⑥ 地域公共交通を支える担い手確保と地域との協働による持続性の担保 
  

  

現状： 市内のバス路線は多くが赤字路線となっており、民間事業者である羽後交通の撤退を受けて、

本市が主体になり、タクシー事業者などと連携しながら、路線を維持しているケースもあります。そ

の一方で、バス及びタクシーなどの交通事業者における運転手不足が深刻化しており、高齢ドラ

イバーの割合も増えています。 

また、地域協議会では「担い手不足」や「人口減少による利用者減少で地域公共交通が先細

りする不安」が指摘されており、将来的には、運行体制の維持が一層困難になることが見込まれ

ます。 

 

■民間路線バスごとの便数の推移（往復ではない片道運行回数／日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題： 地域公共交通を担う事業者や運転手の不足が深刻化しており、持続的な運行体制の確保が

難しくなっています。将来的には、自動運転やライドシェアなどの新技術導入や住民参加型の仕

組みづくりによって、持続可能な交通ネットワークを模索することが必要となります。 

また、担い手確保に向けては、行政が主体的に働きかけを行いながら、交通事業者などとの連

携のもとで取組を推進していくことが重要です。併せて、地域が提供する移動サービスと協働し、

利用者には相応の費用負担にご理解をいただきながら、行政・交通事業者・地域が一体となって

交通サービスの持続性を高めていくことが重要です。 
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３ 大仙市が目指すべき地域公共交通の方向性 
 

方向性① 交通手段のスムーズな接続による地域公共交通ネットワークの再構築 
 

⚫ 基幹的交通システムとそれを補完する交通システムを整理し、全体として最適化された地域公

共交通ネットワークを構築します。 

⚫ これまでは課題が生じた際に地域ごとに個別対応をしてきたため、各交通システムが独自に運

用され、全体としての連携や効率性が不十分でした。そのため、交通ネットワークを見直し、それ

ぞれの役割を明確にしながら、連携と効率化を図ります。 

⚫ 補完的な交通システムについては、地域と協働して役割分担の方向性を見出すとともに、都市

計画マスタープラン及び立地適正化計画で定められた地域拠点では、乗り継ぎの円滑化や待

合環境の改善などにより、利便性を高めます。 

 

方向性② 分かりやすい交通システムへの転換 

⚫ 名称や仕組み、料金、利用方法が異なる現状を踏まえ、統一感のある分かりやすい交通ネットワ

ークへ整理します。 

⚫ 名称や表示の統一と交通システム間の料金整合を図り、誰もが安心して利用できる仕組みを

整備します。 

⚫ 交通マップや案内表示を更新し、丁寧な情報提供を行うことで、既存利用者の混乱を防ぎつ

つ、新たな利用促進につなげます。 

 

方向性③ 柔軟な運行体系への転換と交通事業者の持続性の確保 
 

⚫ 限られた財源・人材の中で効率的に運行するため、「全てを維持する」という考え方から脱却

し、需要に応じた柔軟な運行体制を構築します。 

⚫ 基幹的な交通システムやスクールバスを除き、利用の少ない路線、区間については、予約制な

どへの移行を検討します。 

⚫ バス・タクシー事業者との連携により、暮らしの足を確保しつつ、持続可能で効率的な交通ネッ

トワークを構築します。 

 

方向性④ 料金等に関する不公平感の是正 
 

⚫ 路線バス、コミュニティバス、乗合タクシーなど運行形態ごとに異なる料金を見直し、公平で分

かりやすい料金体系を目指します。 

⚫ 高齢者や免許返納者など公共交通依存度の高い層の負担軽減に配慮します。 

⚫ 料金体系の整理によりサービス内容に応じて、納得感のある料金設定を検討します。 

 

方向性⑤ 新しい技術の積極的な活用に向けた検討 
 

⚫ ＩＣＴや新技術の導入を検討し、予約・運行管理・情報提供のデジタル化を推進します。 

⚫ 自動運転、ライドシェア、マイナンバーカードとの連携など、新たな技術の活用を検討します。 

⚫ 技術導入にあたっては、安全性や地域の受容性を十分考慮し、地域・交通事業者と協議しなが

ら、安心で利便性の高い地域公共交通を実現します。 
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第５章 大仙市が目指すべき地域公共交通の将来像 

１ 目指すべき地域公共交通 

（１）基本的な考え方 
本市の地域公共交通は、高齢化の進行や自家用車依存の高まりにより、利用者数の減少や運行コ

ストの増大など、持続性に課題を抱えています。一方で、誰もが安心して移動できる環境の確保は、地

域福祉・医療・教育・観光など、まちのあらゆる分野の基盤であり、地域の活力を維持する上で不可欠

です。 

本計画では、これまでの市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」という基本姿勢を継承しつつ、より

分かりやすく、より利用しやすい地域公共交通ネットワークの再構築と地域共助やデジタル技術の活用

による持続可能な地域公共交通の再構築を基本的な考え方とします。 

 

（２）目指すべき地域公共交通の将来像 
地域公共交通は、市民をはじめとする多くの方々の日々の生活を支え、地域をつなぐ重要な社会イン

フラです。今後は、人口減少や高齢化の進行を見据え、行政・事業者・地域住民が協働して支える交通

ネットワークへと転換していくとともに、デジタル技術の活用により利便性と効率性を高め、誰もが安心

して移動できる環境を整えます。そのため、本市が目指すべき地域公共交通の将来像を次のとおり設

定します。 

 

人・まち・地域がつながり、誰もが移動の自由を実感できるまち 

～デジタル技術と協働で支える持続可能な地域公共交通～ 

 

（３）計画の目標 
本計画では、目指すべき地域公共交通の実現に向けて、次の３つの目標を掲げ、地域の実情に即し

た交通ネットワークの再構築を進めます。 

 

◆基本目標１ 持続可能な地域公共交通ネットワークの形成 

幹線系統の維持と地域内交通の効率的な再編を進め、生活・医療・教育・観光など多様な目的

を支える持続可能な交通ネットワークを確立します。 

 

◆基本目標２ 誰もが安心して利用できる交通環境の整備 

高齢者、障がい者、子どもなどを含む全ての人が安全・快適に移動できるよう、分かりやすい料

金制度の構築や案内、乗り継ぎ環境などの改善を図ります。 

 

◆基本目標３ デジタル技術と協働による新たな交通運営モデルの確立 

配車システムやキャッシュレス決済などのデジタル技術を活用するとともに、地域・事業者・行政

の協働体制を強化することで、効率的で利用しやすい交通運営を実現します。 
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（４）本市の課題・方向性に基づく計画の全体像 
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２ 目指すべき将来のネットワーク像 
本市が目指す地域公共交通の将来ネットワークは、現在運行されている鉄道（都市間連携軸）や路線

バス（地域間連携軸・地域間幹線軸）を基軸とし、これらの基幹的交通をコミュニティバスや乗合タクシ

ーなどの地域間交通・地域内交通によって補完することで、各地域拠点間の円滑な移動を確保します。 

この考え方のもと、本市では、都市間・地域間・地域内の各レベルに応じた地域公共交通の役割分担

を明確化し、持続可能で利便性の高い交通ネットワークの構築を目指します。 

その具体的な将来の地域公共交通ネットワーク像を次に示します。 
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３ 各交通システムが果たすべき役割 
将来像を達成するための、各地域公共交通の役割と今後の方向性について、次のとおり示します。 

 

区分 
対応する 

交通システム 等 
役割 今後の方向性 

都市間連携軸 

各鉄道路線 

・秋田新幹線 

・奥羽本線 

・田沢湖線 

秋田市や盛岡市などとの

都市圏を結ぶ広域連携や

都市間交流の基幹となる

軸であり、観光・ビジネス・

医療など広域的な移動を

支えます。 

ダイヤの利便性向上、地域

間連携軸などのその他交

通システムとの接続性改

善を重点的に取り組みま

す。 

地域間連携軸 

（地域間幹線系統） 

秋田県地域公共交通

計画で位置づけられ

た幹線系統 

・横手大曲線 

市域と周辺自治体を結ぶ

広域幹線であり、都市間

連携軸を補完し通勤・通

学・通院・買い物などの主

要な移動を担います。 

県計画との整合を図りつ

つ、関係自治体との協議を

積極的に行い、幹線維持

のための利便性向上を図

ります。 

地域間幹線軸 

民間路線バス 

・川西線 

・千屋線 

・角館六郷線 

・大曲角館線 

・稲沢線 

地域間連携軸を補完する

一方で、生活交通の基礎

を形成するために維持して

いく路線です。 

関係自治体、事業者との

協議を行い、市として中期

的に維持・再編方針を整

理し、利用実態に応じた再

編を検討します。 

地域間交通 

・地域内交通 

・コミュニティバス 

・市民バス 

・乗合タクシー 

生活を支える最も身近な

交通手段であり、市役所

支所・病院・商業施設など

への移動を担い市民生活

に密着します。 

既に区域型などにシフトし

ている路線はあるものの、

利用実態や要望などを踏

まえて、予約制・区域型な

ど柔軟な運行形態へ転換

を図り、地域との協働によ

る利用促進・ＰＲ及び運行

の構築を進めます。 

中心市街地 

立地適正化計画で定

める大曲駅周辺の都

市機能誘導区域 

・循環バス 

各方面から中心市街地に

来た利用者が自由に回遊

し、買い物・観光・まちなか

滞在の促進の役割を果た

します。 

中心市街地の賑わい創出

を目的に、他交通システム

との接続性向上、停留所

環境の改善を行い、まちな

かの円滑な移動環境の構

築を進めます。 

中核拠点 

・地域拠点 

大曲駅、大曲バスター

ミナル、羽後長野駅、

神宮寺駅、刈和野駅、

羽後境駅、市役所支

所 等 

各交通軸を結節する乗り

継ぎ・交流・生活の拠点。

交通と地域サービスを統

合するハブの役割を果た

します。 

拠点整備と案内・待合環

境の改善、デジタル時刻案

内（ＧＴＦＳ連携）を推進し

ます。 

 



35 

 

４ 将来像の達成に向けた財政支援 
本市におけるバス交通は、地域の生活を支える重要な社会インフラであり、通勤・通学・通院・買い物

など、あらゆる移動の基盤となっています。特に、地域間幹線系統は、市域を越えた広域的な移動を支え

る路線として位置づけられており、交通事業者および沿線市町村と連携しながら、利用促進や利便性の

向上に努めつつ、その維持・確保を図る必要があります。これらの路線は、秋田県地域公共交通計画に

おいても、広域幹線として位置づけられています。 

一方で、フィーダー系統は、地域間および地域内の移動に対応する基礎的な生活交通であり、地域住

民の通勤・通学・通院・買い物など、日常生活の移動を支える極めて重要な役割を果たしています。本市

では、民間バス路線に加え、各地域で運行されているコミュニティバスなどもこのフィーダー系統として位

置づけ、地域生活を支える“暮らしの足”として機能しています。 

しかしながら、広大な市域を有し、中心市街地から中山間地域まで多様な地形を持つ本市においては、

人口減少や利用者の減少により、路線バスやコミュニティバスの多くが採算性を欠き、単独での運行維

持が困難な状況となっています。そのため、本市では、これらの生活交通を確保・維持するために、国の

「地域公共交通確保維持改善事業」を活用し、事業者支援および路線維持に必要な財政支援を積極的

に行います。 

また、単に路線を維持するだけでなく、立地適正化計画などの都市計画分野、福祉分野、デジタル化

の推進分野、観光振興など多様な分野との連携を図りながら、フィーダー系統を中心とした交通ネットワ

ークがまち全体の暮らしやすさ・にぎわいの向上に波及するよう取り組みます。特に、デジタル技術を活用

した運行管理や利便性向上、共助型運行体制の導入を進め、「持続可能で地域全体を支える地域公共

交通ネットワーク」の構築を目指します。 

このように、広域的な幹線系統の維持と、地域内フィーダー系統の確保を両輪として位置づけ、国庫補

助事業を最大限活用しながら、大仙市の将来像の実現に向けた持続可能な地域公共交通の確立を図

ります。 

 

■地域間幹線系統補助金を活用している系統（令和６年補助事業年度） 

交通 

システム 
系統名 

運行ルート 許可 

区分 

運行 

形態 

運行 

主体 起点 終点 系統キロ 

生活バス 

横手・大曲線 

（横手線）① 
横手ＢＴ 

大曲ＢＴ 

２５.６ 
４
条 

 

路線

定期

運行 

羽
後
交
通 

横手・大曲線 

（横手線）② 

平鹿総合 

病院 
２８.０ 

 

  ■地域内フィーダー系統補助金を活用している系統（令和６年補助事業年度） 

交通 

システム 
系統名 

運行ルート 許可 

区分 

運行 

形態 

運行 

主体 起点 終点 系統キロ 

循環バス 

つつどん 

ルート 
大曲ＢＴ 大曲ＢＴ 

１３.４ 

４
条 

 

路線

定期

運行 大
仙
市 

 

はなちゃん 

ルート 
１３.２ 

コミュニティ 

バス 
長信田線 奥羽山荘 大曲ＢＴ ２７.５ 

乗合 

タクシー 

藤木角間川線 角間川地域 大曲市街地 ２７.１ 
区域

運行 杉沢中仙線 杉沢地域 
イオン 

中仙店 
９.５ 
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■現在、国の補助を受けていない系統（令和６年補助事業年度） 

交通 

システム 
系統名 

運行ルート 許可 

区分 

運行 

形態 

運行 
主体 起点 終点 系統キロ 

生活バス 

角館・六郷線 
（六郷線）① 

中央公園前 

角館営業所 ２９.９ 

４
条 

路
線
定
期
運
行 

羽
後
交
通 

角館・六郷線 
（六郷線）② 

角館高校前 ３２.５ 

川西線 

大曲ＢＴ  

大森病院前 １９.７ 

大曲・角館線① 角館営業所 ２１.３ 

大曲・角館線② 角館高校前 ２３.９ 

千屋線 川口 １８.３ 

イオン 
・イーストモール線 

大曲ＢＴ 
イオンモール 

大曲 
６.４ 

生活バス兼 
スクールバス  

稲沢線 角館営業所 

境案内所 

３３.６ 

船岡線 
協和 

スキー場 
１６.６ 

淀川線 福部羅 ２２.２ 

峰吉川線 
湯の沢下 
／高寺 

２３.４ 

コミュニティ 
バス 

杉山田線 福部羅 大曲ＢＴ ３０.３ 

大
仙
市 

南外線 岩倉温泉 大曲ＢＴ ２１.６ 

乗合タクシー  

内小友線 山王堂 

大曲市街地  

８.３ 

区
域
運
行 

四ツ屋線 新屋敷 ７.０ 

松倉線 鷹ノ巣 １１.９ 

高関上郷線 川崎 ８.３ 

中山線 小出沢 １７.４ 

宇船線 

自宅周辺  
神岡支所 

付近中心地  

- 

八石線 - 

大野線 - 

関金線 - 

強首線 

自宅周辺 

刈和野駅周辺
中心地 

／西仙北ぬく
森温泉ユメリア 

- 

土川線 - 

心像線 - 

船沢線 羽後境駅 和田駅 １１.３ 

西板戸線 
（神岡支所行き） 

自宅周辺 

神岡支所 
付近中心地 

- 

西板戸線 
（南外支所行き） 

南外支所 
付近中心地 

- 

赤平後野線 
（神岡支所行き） 

神岡支所 
付近中心地 

- 

赤平後野線 
（南外支所行き） 

南外支所 
付近中心地 

- 

板見内線 寺村 

大曲市街地 

９.８ 

上野田線 上野田 ９.１ 

横堀戸地谷線 団子町 １３.０ 

※上記の系統は、現在国の補助事業を活用していないが、本計画期間の運行ルート等の見直しにより、

将来的に補助を活用する可能性があるものとして記載している 

※路線・系統名は令和７年１０月３１日時点 
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■現在、国の補助を受けていない系統（令和６年補助事業年度） 

交通 
システム 

系統名 
運行ルート 許可 

区分 

運行 
形態 

運行 
主体 起点 終点 系統キロ 

乗合タクシー 

①永代・川口区域 
永代 

・川口区域 

太田支所 
付近中心地 
／中里温泉 

- 

４
条 

区
域
運
行 

大
仙
市 

②太田・今泉区域 
太田 

・今泉区域 
- 

③太田 
・小神成区域 

太田 
・小神成区域 

- 

④斉内区域 斉内区域 - 

⑤横沢 
・三本扇区域 

横沢 
・三本扇区域 

- 

⑥中里・駒場区域 
中里 

・駒場区域 
- 

⑦国見若泉区域 
国見 

若泉区域 
- 

⑧国見扇畑区域 
国見 

扇畑区域 
- 

市民バス  

田屋・九升田線 田屋 

西仙北ぬく森
温泉ユメリア  

２７.３ 

７
９
条 

 

猿井沢 
・皆別当線 

猿井沢 ２６.０ 

上戸川・白坂線 上戸川 ２８.１ 

西ノ又線 滝ノ沢橋 

落合 

７.１ 

荒又・釜坂線 荒又集会所前 １０.３ 

十二ケ沢・荒沢線 十二ヶ沢 １０.７ 

滝・中野線 田尻 １２.１ 

中仙乗合 
自動車 

東部長野線 
大神成 

自治会館 

八乙女温泉 
さくら荘 

１４.１ 

４
条 

路
線
定
期
運
行 

中
仙
タ
ク
シ
❘ 

 

東部角館線 
仙北市立 
角館病院 

１２.５ 

北部角館線 北中荒井 
仙北市立 
角館病院 

１２.４ 

南部長野線 

中野口会館 

八乙女温泉 
さくら荘 

１７.７ 

南部角館線 
仙北市立 
角館病院 

１６.８ 

※上記の系統は、現在国の補助事業を活用していないが、本計画期間の運行ルート等の見直しにより、

将来的に補助を活用する可能性があるものとして記載している 

※路線・系統名は令和７年１０月３１日時点 
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■本市の地域公共交通ネットワークにおける補助事業の活用 
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第６章 将来像を達成するための施策 

１ 施策体系 

本計画では、将来像の実現に向けて、３つの基本目標ごとに具体的な施策を整理しています。各施策

は、これまでの取組状況や地域の課題、利用者ニーズなどを踏まえ、本市における地域公共交通の維

持・改善に必要な取組を体系的に示したものです。 

ただし、全ての施策を同時並行で実施することは、財政的・人的・物理的な制約から現実的ではありま

せん。そのため、各施策の中でも特に優先度が高く、地域課題の解決や将来像の実現に向けて効果が大

きいものを見極め、段階的かつ計画的に取組を進めていきます。 

また、施策を推進する際には、関係機関や地域住民、交通事業者との協働を図りながら、実効性のある

取組を展開するとともに、状況や成果を踏まえて柔軟に実施時期を検討し、全体として持続可能な地域

公共交通ネットワークの確立を目指します。 

施策体系は次のとおりです。 

 
 

「持続可能な地域公共交通ネットワークの形成」 

施策 

①都市間連携軸・地域間連携軸（地域間幹線系統）・地域間幹線軸の維持 

②地域間・地域内交通の再編 

③循環バスの利用促進と中心市街地の活性化 

④地域公共交通と一体的なまちづくりの推進 
 

 

「誰もが安心して利用できる交通環境の整備」 

施策 

①乗り継ぎ拠点の接続性向上と利用しやすい移動環境の整備 

②名称・仕組み・料金体系・利用方法の再整理と公平性の確保 

③情報提供の充実と周知強化 

④高齢者・免許返納者支援制度の利便性向上 
 

 

 

「デジタル技術と協働による新たな交通運営モデルの確立」 

施策 

①デジタル技術（ＡＩ・バスロケーションシステム・キャッシュレス等）の活用 

②共助による地域公共交通ネットワーク形成の推進と人材育成 

③担い手確保・人材育成の強化 
 

  

基
本
目
標
１ 

基
本
目
標
２ 

基
本
目
標
３ 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

新規 

継続 

新規 

継続 

新規 
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２ 施策の内容 
 

 基本目標１「持続可能な地域公共交通ネットワークの形成」に係る施策 
 

施策 ① 都市間連携軸・地域間連携軸（地域間幹線系統）・地域間幹線軸の維持 

施策概要 

秋田県地域公共交通計画に位置づけられる都市間連携軸や地域間幹線系統（横手

大曲線）の持続性確保に向け、沿線市町や事業者と連携し、ダイヤ調整や利用促進に努

めます。また、市内外の各地域を結ぶ地域間幹線軸についても、利用者の意見を反映し

ながら、地域と協働で利用促進や待合環境の整備を進め、持続的な運行を図ります。 

実施主体 大仙市、秋田県、沿線自治体、事業者、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・利用状況の分析に基づいたダイヤ調整や停留所配置、鉄道やバスへの接続性向上 

・利用促進キャンペーン（お試し乗車会やスタンプラリー、地域商業者等との連携等）の

展開 

・主要拠点（市役所支所・病院・商業施設）の待合環境の整備 

・利用者が乗り換えやすいダイヤ調整 

・需要が減少している区間の区域型運行や小型車両化の検討 

 

 

  

検討・協議 実施 

▸参考例：施設内のスペースを活用した 

待合所（岩手県北上市） 

▸参考例：学生を対象としたバス乗車 

キャンペーン（新潟県上越市） 

出典：上越タウンジャーナル 

（https://www.joetsutj.com/articles/21576953） 
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施策 ② 地域間・地域内交通の再編 

施策概要 

広大な市域を有する本市では、鉄道や路線バスでカバーできない地域をコミュニティ

バスや市民バス、乗合タクシーなどが支えています。しかし、人口減少に伴う利用減や財

政負担の増大により、現行の仕組みの維持が困難になる可能性があります。 

このため、利用状況や地域の意見を踏まえ、利用密度の低い区間の路線集約や区域

型運行への転換などの再編を検討・試行します。 

実施主体 大仙市、事業者、地域、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

    
 

実施事業 

及び 

イメージ 

・利用密度が低い路線の運行回数・停留所配置・車両サイズの再検討 

・定時定路線型から区域型、予約定時制、共助型交通等への転換可能性を検討 

・地域（旧市町村）の枠にとらわれない柔軟な交通網の検討・整備（地域をまたぐ交通網

の検討） 

・地域内で複数運行している路線の集約やエリア運行（区域型）への移行を検討 

 

 

  

 

  

検討・試行（一部実施） 

▸区域型運行への転換のイメージ 

●取組を検討する具体的な路線 
 ・コミュニティバス長信田線と太田地域乗合タクシー 
 ・コミュニティバス杉山田線と西仙北地域乗合タクシー及び市民バス 
 ・コミュニティバス南外線と南外地域乗合タクシー及び市民バス 

地域内交通との連携 

▸路線の集約のイメージ 

●取組を検討する具体的な路線 
 ・全地域で運行する乗合タクシー  
・西仙北地域市民バス、南外地域市民バス 

路線集約／エリア運行 

地域内交通（区域型乗合タク

シーや市民バス等）への転換 
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施策 ③ 循環バスの利用促進と中心市街地の活性化 

施策概要 

大曲地域における循環バスを、中心市街地のにぎわい創出や交流人口の拡大を支え

る交通システムとして位置づけ、利用実態に応じたルートや便数の見直しを検討します。 

商店街、医療機関、公共施設など主要拠点を効率的に結ぶとともに、他の交通システ

ムとの接続性を高めることで、市民の日常利用と来訪者の回遊促進の両立を図ります。 

また、デジタル技術の活用や商業施設などとの連携により利用を促進し、まちなかの

利便性と魅力の向上を目指します。 

実施主体 大仙市、事業者、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

 
 

   

実施事業 

及び 

イメージ 

・現行の循環バスの利用実態を踏まえたルートや運行範囲の見直し、運行間隔の最適化

の検討 

・利用者や市民、地域協議会等からの意見を踏まえた商業施設等への新規停留所の設

置検討 

・主要停留所への案内板・デジタル時刻表示等の整備 

・商業施設や医療施設等と連携した快適な待合環境の整備 

・新規利用者層の獲得に向けたお試し乗車を促す無料キャンペーンの開催 

・デジタル乗車券・乗り放題券・定額料金等の導入検討 

・観光分野と連携した車内アナウンス等の導入検討 

・ＪＲ大曲駅発着列車との接続時間の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施 検討・協議 

出典：新潟市 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/kotsu/osirase/appfreeday.html） 

▸参考例：アプリによるデータ収集と紐づけた 

乗車キャンペーン（新潟市） 

▸大仙市秋の稔りフェアの開催にあわせた 

循環バスの無料運行 
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施策 ④ 地域公共交通と一体的なまちづくりの推進 

施策概要 

都市計画マスタープランや立地適正化計画との整合を図りながら、拠点間を結ぶ交

通ネットワークの形成を推進します。 

居住誘導区域や公共施設、商業施設間の移動を意識したルート検討を行うほか、脱

炭素化の推進に向けたＥＶなどの環境負荷の低い車両導入や公共交通と関連が深い教

育・観光・福祉といった分野との連携した取組も検討します。 

実施主体 大仙市、事業者、地域、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・都市計画、福祉、教育、観光等の各部局と連携した庁内推進体制の強化 

・ＥＶバス・タクシー等の環境負荷の低い車両導入の推進 

・スクールバスへの混乗等の教育委員会と連携した取組の検討 

・観光分野と連携し、市内観光地やイベント時における二次交通の検討 

・福祉施設等の空き車両を活用した地域公共交通の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施 庁内での検討・協議 

▸EV車両導入のイメージ 

環境負荷の高い移動 

環境負荷の低い移動 

▸参考例：スクールバスに市民が混乗できる 

制度（埼玉県飯能市） 

出典：飯能市(https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubu/kotsuseisakuka/kokyokotsu/1202.html) 
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 基本目標２「誰もが安心して利用できる交通環境の整備」に係る施策 
 

施策 ① 乗り継ぎ拠点の接続性向上と利用しやすい移動環境の整備 

施策概要 

本市の地域公共交通ネットワークの拠点である鉄道駅や大曲バスターミナル、市役所

支所などにおいて、待合環境の改善や、運行状況をリアルタイムで把握できるモニターの

設置を進めるとともに、他交通システムとのダイヤ調整を行います。 

ダイヤ調整に際しては、各交通手段の利用状況や運行実態を分析し、定期的な見直し

を実施します。また、交通システム同士を効果的に接続させ、シームレスな乗り継ぎ環境

の構築を図るとともに、車両の低床化や車いす対応ステップの導入を促進します。 

実施主体 大仙市、秋田県、沿線自治体、事業者 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・乗り継ぎを円滑にするためのダイヤ調整 

・乗り継ぎ拠点とする施設等の整備 

・車両のバリアフリー化の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 ② 名称・仕組み・料金体系・利用方法の再整理と公平性の確保 

施策概要 

本市の地域公共交通は、複数の交通システムで構成されていますが、料金体系や名

称が異なり、利用者にとって分かりづらい状況となっています。また、距離に対して料金が

低額な区間があることも課題です。 

このため、交通システム間の料金整合を図り、適正な利用者負担に基づく合理的な料

金体系への再整理を進めます。 

実施主体 大仙市、沿線自治体、事業者 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

・路線バス・コミュニティバス・乗合タクシーの料金体系を横断的に比較検討し、距離別・

ゾーン別等で料金設定を見直し、共通乗り継ぎ割引や均一料金制の導入を検討 

・回数券・デジタル乗車券・乗り放題券・定額料金等の導入等の料金支払い方法の多様

化を検討 

・交通システムの名称を分かりやすいように整理、統一 

料金体系の見直し検討 

交通システムの名称の検討 

検討・実施 

新しい料金体系による運行 

新しい名称による運行 

▸利用者が乗り換え 

やすいダイヤ調整 
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施策 ③ 情報提供の充実と周知強化 

施策概要 

本市の地域公共交通は複数の交通システムで構成されていますが、路線や時刻情報

が分散し、利用者に分かりづらい状況となっています。 

このため、デジタルと紙媒体の双方を活用した分かりやすい情報提供体制を整備する

とともに、地域協議会や商店街、観光団体などと連携し、公共交通情報の共有・発信を

通じて利用促進を図ります。 

実施主体 大仙市、秋田県、沿線自治体、事業者、地域、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

【デジタル面】 

・バスロケーションシステム等のリアルタイム運行情報基盤の整備の検討 

・主要駅や病院、商業施設等の拠点におけるデジタルサイネージによる案内設置 

・二次元コード等を読み取るだけで最新の運行情報が確認できる掲示の検討 

・大仙市公式ＬＩＮＥを活用した地域公共交通の情報提供 

【アナログ面】 

・利用方法や路線図、料金等が分かりやすく、見やすい「地域公共交通ガイドブック」の

作成 

・市広報紙への地域公共交通コーナーの掲載 

 

 
▸大仙市公式LINE との連携のイメージ 

検討・実施 

▸参考例：路線図や乗り換え 

拠点、時刻表等を 

掲載した公共交通 

ガイドブック 

（大分県豊後大野市） 

 

出典：国土交通省九州運輸局 公共交通マップづくりの勘どころ 

 （https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000156649.pdf） 
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施策 ④ 高齢者・免許返納者支援制度の利便性向上 

施策概要 

高齢者と運転免許返納者への支援である交通助成券「のりのりきっぷ」について、マ

イナンバーカードを活用した運用方法の検討や、関係機関との連携により、必要な支援

が対象者に行き届くよう実施します。 

実施主体 大仙市、事業者 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・交通助成券「のりのりきっぷ」制度の利便性の向上 

・マイナンバーカードを活用した運用方法の検討 

・庁内高齢者施策担当課と連携した「のりのりきっぷ」の利用促進、広報活動の充実 

 

 

  

制度の実施 ※利用状況に応じて適宜見直し 庁内関係課との協議 

▸マイナンバーカードを活用した「のりのりきっぷ」のスキーム 

出典：ジチタイワークスWEB（https://jichitai.works/articles/1223） 

▸参考例：交通手段とひもづけたマイナンバーカード活用（群馬県前橋市） 
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 基本目標３「デジタル技術と協働による新たな交通運営モデルの確立」に係る施策 
 

施策 ① デジタル技術（ＡＩ・バスロケーションシステム・キャッシュレス等）の活用 

施策概要 

地域公共交通の持続的運営には、利用者の利便性向上と事業運営の効率化の両立

が求められます。 

本計画では、デジタル技術を活用した配車システムや運行情報の発信、決済方法など

の構築・整備について検討を行います。 

実施主体 大仙市、秋田県、沿線自治体、事業者 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・公共交通オープンデータ（ＧＴＦＳ-ＪＰ）の定期更新・公開 

・バスロケーションシステム導入や停留所へのＱＲコード設置によるリアルタイム運行情報

基盤の整備の検討 

・ＱＲコード決済等の簡易型キャッシュレス決済の導入可能性の検討と試行 

・ＡＩオンデマンド配車システムの実証運行と他地域への展開の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AI オンデマンド

交通実証運行 
制度の再検討、本格運行に向けた検討、他地域への展開 

状況に応じて実施 

▸バスロケーションシステムのイメージ 

バスの位置情報を取得し、 

スマホやデジタルサイネージ等で、

リアルタイムに位置情報を表示 

従来の路線型では、 

対応しづらいエリアの存在 

（需要が分散している） 

AI による 

需要に応じたルート選定 

▸AI オンデマンド交通のイメージ 

バスロケーションシステム等の 

デジタル技術の活用可能性の検討 
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施策 ② 共助による地域公共交通ネットワーク形成の推進と人材育成 

施策概要 

地域間・地域内交通は、コミュニティバス、乗合タクシー、市民バスなどで構成されてい

ますが、交通事業者の担い手不足により運行継続が課題となることが予測されます。 

このため、令和７年度から開始している「大仙市住民共助交通支援事業補助金」を活

用し、地域住民自らが運営する「共助型交通」を既存地域公共交通の補完として位置づ

け、ＮＰＯ法人や自治会、地域運営組織などの小規模運行体制による、「協働の交通モデ

ル」を支援します。 

また、地域協議会などと連携し、送迎型・予約型・買い物支援型など地域の実情に即

した運行形態を検討することで、地域住民が互いに支え合う「共助による地域公共交通

ネットワーク」の必要性の理解・促進を図ります。 

実施主体 大仙市、事業者、地域、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・地域づくり等と連携したモデル地区での運行 

・共助型交通制度の周知 

・地域と共に公共交通を考える機会の創出 

 

 

南外地域外小友地区にあるＮＰＯ法人南

外さいかい市では、令和６年度から、同地区

内の通院支援が必要な方を、大曲地域の医

療機関などへ送迎する取組を開始しており、

市はその運行を「大仙市住民共助交通支援

事業補助金」により支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先的に対応する 

交通システムの検討 状況に応じて実施 

地域協議会等との地域交通の検討 

▸地域住民との共助による暮らしの足の確保に向けたステップ 

▸モデル事業：NPO法人南外さいかい市による送迎 
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施策 ③ 担い手確保・人材育成の強化 

施策概要 

本市では、バス・タクシー事業者を中心に運転手不足が深刻化しており、高齢化や離

職の進行により地域公共交通の安定運行が困難になることが懸念されています。 

このため、交通事業者と連携した担い手確保や採用支援などを実施し、地域公共交

通全体の運営力向上を図ります。 

これにより、地域公共交通に関わる多様な人材の確保とキャリア形成を支援し、持続

的な運行体制の整備を目指します。 

実施主体 大仙市、事業者、地域、市民 

実施時期 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

     

実施事業 

及び 

イメージ 

・二種免許取得や運行管理者資格取得に要する費用の一部助成 

・地元高校生や若年層を対象にした職場体験・見学会の実施 

・退職者、シニア層の再雇用の促進や共助型交通の担い手発掘 

・自動運転技術の活用可能性の検討 

・公共ライドシェア・日本版ライドシェア（一般ドライバーの活用）の導入検討 

 

 

 

 

 

 

  

実施 検討 

▸参考例：バス運転士体験会の開催による 

人材確保の取組（秋田県バス協会） 

出典：秋田県バス協会（https://www.akita-bus.or.jp/pages/1/detail=1/b_id=3/r_id=202/） 

▸公共ライドシェア・日本版ライドシェアの仕組み 
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３ 評価指標 

（１）評価指標 
本計画の達成状況を評価するための評価指標と目標数値を次のとおり設定します。 

 

計画の基本目標 評価指標 基準数値 
目標数値 

（Ｒ１２） 

◆基本目標１ 

持続可能な地域

公共交通ネット

ワークの形成 

指標① 民間路線バスの年間利用者数 
２２３,６７４人 

（Ｒ６） 

２１０,２５３人 

以上 

指標② 
コミュニティバス、乗合タクシー、市民

バス、乗合自動車の年間利用者数 

50,255 人 

（Ｒ６） 

47,239 人 

以上 

指標③ 循環バスの年間利用者数 
１５,３８１人 

（Ｒ６） 

１４,４５８人 

以上 

指標④ 
交通システムの運行に対する 

市負担額 

１９３，６０１千円 

（Ｒ６） 

２０５,２１７千円 

以下 

指標⑤ 交通システムの収支率 
24.2% 

（R6） 

22.7％ 

以上 

◆基本目標２ 

誰もが安心して

利用できる交通

環境の整備 

指標⑥ 
市政評価における 

公共交通の満足度 

３.０２ 

（Ｒ７） 

３.３２ 

以上 

指標⑦ 乗り継ぎ可能便数の増加 

往路：６０.０％ 

復路：６３.１％ 

（Ｒ７） 

基準数値 

以上 

◆基本目標３ 

デジタル技術と

協働による新た

な交通運営モデ

ルの確立 

指標⑧ 
デジタル技術や 

交通サービスの導入件数 

２件 

（Ｒ７） 
５件以上 

指標⑨ 
地域が主体となった 

地域公共交通の運行件数 

１件 

（Ｒ７） 
２件以上 

 

（２）評価指標の把握方法 
本計画の達成状況を評価するための評価指標については、本市で把握できる項目もありますが、交

通事業者から提供される資料のほか、利用者アンケート調査などの実施により把握するべき項目もあ

ることから、必要に応じた調査を実施し、適切な現状値の把握に努めていきます。 

また、アンケート調査については、本市で実施する各種調査を活用するとともに、必要に応じて庁内

で連携を図りながら実施します。 
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（３）評価指標の設定根拠 
〔１〕指標①  民間路線バスの年間利用者数 

路線バスの利用者増を図るため、民間路線バスの年間利用者数を評価指標として設定します。計

測方法は、運行事業者から提供されるデータに基づき、年間の延べ利用者数を集計します。 

今後も人口減少が続くことが見込まれるため、人口減少率（Ｈ２７〜Ｒ２国勢調査：約６％減）を下

回らない水準を維持することを目標とします。 

⚫ 基準（令和６年度）： ２２３,６７４人 

⚫ 目標（令和１２年度）： ２１０,２５３人以上 （人口減少率６％を適用） 

 

〔２〕指標②  コミュニティバス、乗合タクシー、市民バス、乗合自動車の年間利用者数 

コミュニティバス、乗合タクシー、市民バス、乗合自動車の利用者増を図るため、これらの交通シス

テムの年間利用者数を評価指標として設定します。計測方法は、運行事業者から提供されるデータ

に基づき、年間の延べ利用者数を集計します。 

今後も人口減少が続くことが見込まれるため、人口減少率（Ｈ２７〜Ｒ２国勢調査：約６％減）を下

回らない水準を維持することを目標とします。 

⚫ 基準（令和６年度）： 50,255 人 

⚫ 目標（令和１２年度）： 47,239 人以上 （人口減少率６％を適用） 

 

〔３〕指標③  循環バスの年間利用者数 

循環バスの利用者増を図るため、循環バスの交通システムの年間利用者数を評価指標として設

定します。計測方法は、運行事業者から提供されるデータに基づき、年間の延べ利用回数を集計し

ます。 

今後も人口減少が続くことが見込まれるため、人口減少率（Ｈ２７〜Ｒ２国勢調査：約６％減）を下

回らない水準を維持することを目標とします。 

⚫ 基準（令和６年度）： １５,３８１人 

⚫ 目標（令和１２年度）： １４,４５８人以上 （人口減少率６％を適用） 

 

〔４〕指標④  交通システムの運行に対する市負担額 

地域公共交通の効率的な運行を目指し、本市の財政負担の軽減を図るため、交通システムの運

行に対する市負担額を評価指標として設定します。計測方法は、本市の財政支出状況を集計します。 

利用者数が令和６年度比で約６％減となることを見込む中、現行路線を維持する前提で、令和１

２年度の市負担額を令和６年度比１０６％以下とすることを目標とします。  

⚫ 基準（令和６年度）： １９３,６０１千円  

⚫ 目標（令和１２年度）： ２０５,２１７千円以下 （１０６％以下） 

 

〔５〕指標⑤  交通システムの収支率 

持続可能で効率的な地域公共交通の運行を図るため、交通システムの収支率を評価指標として

設定します。計測方法は、運行経費に対する運賃収入の割合を集計します。 

今後も人口減少が続くことが見込まれるため、人口減少率（Ｈ２７〜Ｒ２国勢調査：約６％減）を下

回らない水準を維持することを目標とします。なお、物価上昇等により運行経費の増加も見込まれま

すが、効率的な運行により影響の抑制を図るものとします。 

⚫ 基準（令和６年度）： 2４.２％  

⚫ 目標（令和１２年度）： 2２.７％ （人口減少率６％を適用） 
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〔６〕指標⑥  市政評価における公共交通の満足度 

公共交通の利便性向上や多様な移動手段の利用促進を図るため、市民による市政評価における

公共交通に関する「満足度」を評価指標として設定します。計測方法は、市民を対象に毎年度実施

している市政評価調査の満足度指標を用います。 

過去４年間の市政評価において、公共交通の「重要度」は平均で ０.０６ポイントの増加傾向を示

しています。 

このことから、公共交通の利便性向上施策が市民意識の改善につながっていると考えられるため、

満足度においても同等の上昇率を維持することを目標とします。 

 

⚫ 基準（令和７年度）： ３.０２ ※ 

⚫ 目標（令和１２年度）： ３.３２以上 （年０.０６ポイントの増加を維持） 

※５（満足）～１（不満）までの５段階評価 

 

〔７〕指標⑦  乗り継ぎ可能便数の増加 

鉄道駅や主要拠点における乗り継ぎ利便性を向上させるため、地域公共交通相互間の乗り継ぎ

が可能な便数の割合を評価指標として設定します。計測方法は、各地域拠点から大曲地域への移

動において、鉄道、バス、乗合タクシーなどとの乗り継ぎが可能な便数を集計し、全便数に占める割

合を算出します。 

 

⚫ 基準（令和７年度）： 往路：６０.０％  復路：６３.１％ 

⚫ 目標（令和１２年度）： 基準数値以上 

 

〔８〕指標⑧  デジタル技術および交通サービスの導入件数 

地域公共交通の利便性向上及び運行効率化を目的として、デジタル技術や地域の実情に応じた

多様な交通サービスの導入件数を評価指標として設定します。計測方法は、次の項目について、本

市において導入された件数を年度ごとに集計し、累計値として管理します。 

 

⚫ 基準（令和７年度）： ２件（地域団体による運送、バス・タクシーでのＱＲ決済） 

⚫ 目標（令和１２年度）： ５件以上（例：リアルタイム運行情報提供システム、ＡＩオンデマンド交通 

予約システム、公共ライドシェア、日本版ライドシェア 

自動運転、マイナンバーカード連携、スクールバス連携 等） 

 

〔９〕指標⑨  地域が主体となった地域公共交通の運行件数 

ＮＰＯ法人南外さいかい市をモデル団体として、住民同士の共助による地域主体型の交通システ

ムの運行件数を評価指標として設定します。計測方法は、大仙市住民共助交通支援事業補助金の

補助団体数を集計します。 

 

⚫ 基準（令和７年度）： １件（ＮＰＯ法人南外さいかい市） 

⚫ 目標（令和１２年度）： ２件以上 
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４ 計画の実現に向けた進捗管理 

（１）計画の進捗管理・評価のスケジュール 
本計画は、計画策定（Ｐｌａｎ）、施策・事業の実施（Ｄｏ）、進捗管理・評価（Ｃｈｅｃｋ）、見直し・改善（Ａ

ｃｔｉｏｎ）を繰り返す、ＰＤＣＡサイクルの考え方により推進していきます。 

ＰＤＣＡサイクルにあたっては、実施する時期、実施主体、何をチェックして改善していくのかという内

容を明確にして進めることが重要です。 

次に示すとおり、計画期間全体におけるスケジュールと単年度ごとのスケジュールを設定し、計画の

進捗管理を行います。 

 

■計画期間全体のスケジュール 
 令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

施策・事業 

の実施 

 
    

施策・事業 

の評価 
     

評価指標の 

評価 
     

計画の見直し 

検討・改定 
     

 

■計画期間単年度のスケジュール 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

協議会             

主たる 

業務 
     

       

実施 

内容 
    

        

 

■計画期間単年における協議会の協議内容のイメージ 

回数（開催時期） 協議内容 

協議会① 

（毎年度６月頃） 

〇前年度決算報告  〇今年度の予算報告 

〇今年度の事業計画の共有 等 

○進行中の施策に関する進捗報告  ○前年度の事業評価 

○前年度の事業評価に基づく改善案の検討と事業への反映 

○確保維持改善計画に関する協議 等 

協議会② 

（毎年度９月～１０月頃） 

○進行中のプロジェクトに関する進捗報告 

○次年度の事業内容、予算要求内容の協議 等 

協議会③ 

（毎年度１月～２月頃） 

○進行中のプロジェクトに関する進捗報告 

○今年度の事業評価及び検証、それに基づく対応するべき事案共有 

○新たな課題や対応するべき事案に対する改善策の検討 等 

KPI の 

評価 

KPI の 

評価 

KPI の 

評価 

KPI の 

評価 

A・P C A・P C A・P C A・P C 

実施（D） 実施（D） 実施（D） 実施（D） 実施（D） 

評価指標の達成状況を踏まえて検討 

協議会①  協議会② 

◆（確保維持改善計画） ◆（次年度予算要求） 

前年度事業の評価

（Check） 
次年度事業の検討（Plan） 

今年度事業の評価

（Check） 

事業実施（Do） 

見直し・改善（Action） 

協議会③ 
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（２）計画の実施主体と役割 
本計画の推進にあたっては、市民、交通事業者、行政に加え、商業施設や医療機関などの多様な関

係者を交えた関係者間による協働・連携により、施策を実行していく必要があります。このため、それぞ

れの役割分担や協力体制を明確にして進めていくことが実現のポイントとなります。「（１）計画の進捗

管理・評価のスケジュール」で示したスケジュール管理下で、計画の進捗状況や関係者との協議調整

を図りながら、目標の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

■計画の実施主体とその役割 

主体 役割 

大仙市地域公共交通 

活性化再生協議会 

（計画推進本部） 

計画に基づく事業実施の推進組織として、関係者間の協

議を行う計画の推進本部としての機能を有します。 

また、施策の実施状況や計画の目標に対して評価・検証

し、市民への情報開示を行っていきます。 

行政 

（国、秋田県、大仙市 等） 

計画に基づく施策について、関係者間の連携や各施策間

の調整を図りながら進めます。また、財政的な支援を継続して

実施します。 

交通事業者 
計画に基づく施策について、関係者間で連携を図りながら

進めます。 

市民・市民団体 

地域公共交通の積極的な利用、地域公共交通へ積極的

な関与を行い、日常的に地域公共交通を利用する機会を創

出します。 

その他の関係者 

大仙市総合計画や都市計画に示すまちづくりと一体となっ

た地域公共交通の取組が推進されるように、関係者間で連

携を図ります。 
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用語集 

区分 用語 説明 

あ行 アクセシビリティ 
高齢者や障がい者を含むすべての人が、公共交通や施設等を円滑

かつ安全に利用できる度合い。 

か行 

貨客混載 

旅客輸送と貨物輸送を同一の交通手段で併せて行う運行形態。バ

スやタクシー等の空きスペースを活用して貨物を運ぶことで、輸送

効率の向上や地域公共交通の維持・活性化を図る取組。 

幹線 

地域公共交通ネットワークの中核をなす路線で、鉄道駅や中心市

街地、主要公共施設等の主要拠点間を結ぶ。比較的長距離を高い

運行頻度で運行し、通勤・通学や通院等の日常的な移動需要を広

範に支える役割を担う。 

区域型運行 
あらかじめ定めた区域内において、利用者の予約や需要に応じて

柔軟に運行し、乗降場所や経路を柔軟に設定できる運行形態。 

公共ライドシェア 

（自家用有償旅客運送） 

バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送

手段の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、

市町村や NPO 法人等が自家用車を用いて提供する運送サービ

ス。 

交通空白地域 
日常的に利用可能な公共交通が近隣に存在せず、移動が困難な

地域。 

交通結節点 
鉄道、路線バス、タクシー等の複数の交通手段が接続・乗り換えさ

れる拠点となる場所。 

交通助成券「のりのりきっ

ぷ」 

７５歳以上の高齢者と運転免許返納者を対象に、大仙市が交付す

る、市内のバスやタクシー等で使用できる交通費助成券。 

交通政策基本法 

国における交通政策の基本理念、国・地方公共団体・事業者等の

責務及び施策の基本的方向を定め、持続可能で安全かつ円滑な

交通ネットワークの形成を総合的・計画的に推進するための基本

法。 

交通ネットワーク 
鉄道、路線バス、乗合タクシー等を相互に連携させ、乗り継ぎを含め

て地域することができる仕組み。 

さ行 

支線（フィーダー） 

幹線に接続し、集落や住宅地等の生活圏内をカバーする路線。幹

線への乗り継ぎを前提とした運行形態が多く、デマンド交通や小型

車両等を活用しながら、地域のきめ細かな移動需要に対応する役

割を担う。 

自動運転 
センサーや AI 等の技術により、運転者の操作を補助又は代替し、

自動車を走行させる技術及び運行形態。 

市民による市政評価 
市の施策や事業について市民の評価や意見を把握し、今後の市政

運営や協働のまちづくりに生かすための評価の仕組み。 
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た行 

大仙市住民共助交通支援

事業補助金 

移動手段の確保が困難な地域において、地域住民による支え合い

の仕組みにより、地域の実情や移動ニーズに即した支援活動を行う

団体に対し、市が支援する補助制度。 

大仙市ゼロカーボンシティ

宣言 

２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボン

シティだいせん」の実現に向けて、市が表明した宣言。 

大仙市バスの日 

公共交通の利用促進を目的として市が定めた啓発の日。市イベント

の開催日にあわせ、循環バスとコミュニティバスの運賃無料を実

施。 

地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律 

地域公共交通に関する計画や様々な事業に関する措置について定

め、地域旅客運送サービスの確保に資するよう、地域公共交通の活

性化及び再生のための地域の主体的な取組等を推進する法律。 

地域公共交通の再構築

（令和２年度） 

令和２年度に実施した本市における地域公共交通の見直しに関す

る取組。循環バスやコミュニティバスの延伸、一部地域における乗

合タクシーのドアツードア型化や乗降可能区域の追加、交通助成券

「のりのりきっぷ」の交付等を実施。 

地域間幹線系統補助金 
複数の市町村にまたがって走る広域的なバス路線の維持を目的と

した国の補助金。 

地域内フィーダー系統補

助金 

バス停留所、鉄道駅等で地域間幹線バス系統や鉄道路線等に接

続する運行系統について、計画に記載し国の認定を受けたものを

対象とした補助金。 

定時定路線運行 
あらかじめ定めた時刻表と運行ルートに基づいて運行する運行形

態。 

デジタルサイネージ 
電子ディスプレイ等を用いて、時刻表や運行情報、案内等の情報を

表示する情報発信媒体。 

デマンド 利用者の予約に応じて運行する運行形態。 

ドアツードア型 
利用者の自宅付近から乗降でき、目的地付近まで直接移動できる

運行形態。 

道路運送法 

バスやタクシー等の旅客自動車運送事業について、事業の許可・登

録、運行形態、運賃・料金、安全確保等に関する基本的なルールを

定めた法律。 

な行 

二次交通 
鉄道駅やバス停留所から最終的な目的地までの移動を担う補完

的な交通手段。 

日本版ライドシェア 

（自家用車活用事業） 

道路運送法の特例措置により、タクシーが不足する時間帯・地域に

限定して、タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバー

を用いて有償で旅客を運送する仕組み。 
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は行 
バスロケーションシステム 

GPS 等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停留所の表示板や

スマートフォン、パソコンに情報を提供するシステム。これにより、バス

の位置や遅れをリアルタイムで把握することができる。 

フリー乗降 停留所以外でも、路線上の任意の場所で乗降できること。 

アルファ 

ベット 

AI オンデマンド交通 

AI を活用して利用者の予約状況や需要に応じた最適な配車や運

行経路を自動的に決定し、効率的に運行するデマンド型交通サー

ビス。 

EV（電気自動車） 

電気を動力源として走行する自動車。走行時に二酸化炭素を排出

せず、脱炭素社会の実現に向けた交通手段として導入が検討され

ている車両。 

GTFS-JP 

「標準的なバス情報フォーマット」における静的データフォーマットで

あり、国際的に広く利用されている公共交通用データフォーマット。

主に、公共交通機関の時刻表や運行ルート、バス停留所等の地理

的情報を可視化するためのデータであり、GTFS-JP 形式で整備し

たデータを基に、Google マップや NAVITIME 等をはじめとした経

路検索ツールへの情報提供を行うことが可能になっている。 

ICT 
Information and Communication Technology（情報通信技

術）の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指す。 

 

                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

大仙市地域公共交通計画（第５期交通計画） 
 

策定  令和８年 ３月 

発行  大仙市 

編集  大仙市企画部地域活動応援課 

       （大仙市地域公共交通活性化再生協議会事務局） 

〒０１４-８６０１  秋田県大仙市大曲花園町１番１号 

ＴＥＬ  ０１８７-６３-１１１１（代表） 

ＦＡＸ  ０１８７-６３-１１１９ 

ＵＲＬ  https://www.city.daisen.lg.jp/ 

 

令和８（202６）～令和１２（20３０）年度 



 

 

様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番） 

大仙企地－４５１ 

令和８年３月１２日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

 氏名又は名称  大仙市地域公共交通活性化再生協議会 

                              住    所  秋田県大仙市大曲花園町１番１号 

                              代 表 者 氏 名  会長（大仙市副市長）今野 功成 
 

 

 

地域公共交通計画変更認定申請書 

 

 

 

 令和７年９月２５日付け国総地第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

○ 変更日 

 

令和８年  ４月１日 

 

○ 変更箇所 

 

・大仙市地域公共交通計画（本体）  

・地域公共交通計画別紙  

 

○ 変更理由 

 

現行の大仙市地域公共交通計画（第４期交通計画）の計画期間（令和３年４月～

令和８年３月）が、令和７年６月３０日付け大仙企地―１４３号により申請した令

和８事業年度地域内フィーダー系統確保維持計画の補助対象期間（令和７年１０月

～令和８年９月）を満たしておりませんでした。  

そのため、交通計画の期間満了日までに次期計画を策定のうえ、後日変更認定申

請を行うことを前提として認定申請を行っておりました。  

このたび、令和８年４月以降を計画期間とする大仙市地域公共交通計画（第５期

交通計画）を策定いたしましたので、それに伴い、令和８事業年度地域内フィーダ

ー系統確保維持計画の変更認定申請を行うものです。 

資料３ 

1



別 紙 

 

 

令和８年３月１２日 

 

          （名称）大仙市地域公共交通活性化再生協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

大仙市は、秋田県の県南内陸部に位置し、広大な仙北平野を擁した田園都市である。古

くから県南地域の交通の要衝であり、現在では秋田新幹線や秋田自動車道等の高速交通機

関を利用することによって、首都圏からの1日行動圏に入っており、多彩な交流が可能な立

地にある。 

 

市内の公共交通は、新幹線を含む鉄道3路線、路線バス10路線、大仙市循環バス2路線、

大仙市コミュニティバス3路線、タクシー会社7社による乗合タクシー等で構成されている

が、過疎化が進行している本市においては、旧市町村ごとに居住者が分散していることや

市域面積が866.79k㎡と広大であることから、日常生活における移動手段は自家用車が主流

となっており、公共交通の利用者は減少傾向となっている。 

 

市では、令和3年3月に「大仙市地域公共交通計画マスタープラン」（第4期交通計画）を

策定し、市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共交通ネットワークの構築

を目指し、これまでの公共交通を活かしながらも可能な改善を行うことと新たな取り組み

を加えることで、人口減少の中でも交通網と利用者数を維持し、市民が利用しやすいと感

じられる公共交通の整備を行うこととしている。 

 

今回、地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統）の対象とした路線（以

下、「対象路線」という。）は、大仙市循環バスつつどんルート及びはなちゃんルート、大

仙市コミュニティバス長信田線、乗合タクシー杉沢中仙線、乗合タクシー藤木角間川線の5

路線である。 

 

大仙市循環バスは、各バス路線の起終点である大曲バスターミナルを発着点とした循環

型のバスである。平成26年5月に順回り便であるつつどんルートに、逆回り便であるはなち

ゃんルートの追加を行い、さらに令和2年10月には大曲東口地区へ両ルートを延伸すること

で、中心市街地の活性化に寄与している重要な路線である。 

 

大仙市コミュニティバス長信田線は、路線バス長信田線を市営化することで平成27年度

から運行を開始している。平成29年度にルートの延伸を行うことで、多くの市民から利用

されている路線である。 

 

乗合タクシー杉沢中仙線は、公共交通空白地域を解消するために、平成27年10月から運

行しており、路線バス大曲角館線やJR田沢湖線への接続を可能としている路線である。 

 

乗合タクシー藤木角間川線は、路線バス角間川線の廃止に併せ、藤木線のルートを延伸

することで、令和5年10月から運行を開始しており、これまでバスを利用していた角間川地

域住民の新たな移動手段として重要な役割を果たしている。 

 

以上のことから、対象路線は、本市にとって欠くことができない重要な路線として市民

生活を支えており、地域公共交通確保維持事業を活用し、これを確保・維持することは、

大仙市が目指す市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共交通ネットワーク

の構築に必要不可欠となっている。 
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

大仙市の実態に即した将来にわたり持続可能な公共交通を目指す。また、支線（循環バ

ス・乗合タクシー・コミュニティバス）と幹線（路線バス等）との相互連携により、効的

な公共交通ネットワークの構築を実現する。 

 

【年間利用者数】                      （単位：人） 

 
現状（実績） 

（令和 6 年） 

目標値 

（令和 8 年） 

大仙市乗合タクシー 

藤木角間川線 

3,128 

(R6.4～R7.3) 
3,128 

大仙市乗合タクシー 

杉沢中仙線 

155 

(R6.4～R7.3) 
155 

大仙市コミュニティバス 

長信田線 

9,882 

(R6.4～R7.3) 
9,882 

大仙市循環バス 

つつどんルート 

7,495 

(R6.4～R7.3) 
7,495 

大仙市循環バス 

はなちゃんルート 

7,886 

(R6.4～R7.3) 
7,886 

 

 

（２）事業の効果 

地域内フィーダー系統を確保することで、以下の効果が期待できる。 

・中心市街地の活性化 

・既存公共交通との連携による効率的な運行体系の実現 

・外出機会の増大による社会参加や地域活性化の促進 

・病院や商業施設へのアクセス確保による生活環境の向上 

・地域拠点から中核拠点（中心市街地）へのアクセス向上による生活環境の向上 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 
※事業について、過去に事業評価を行っている場合には、当該評価（一次評価及び二次

評価）の結果を踏まえて記載。 
令和６事業年度における事業評価の結果、概ね目標を達成できたが、一部、利用者数に

ついて目標値に届かない路線が見られた（コミュニティバス長信田線）。 

１次評価では、乗り込み調査の結果を受け、運行内容の見直しを検討していくとしてい

るほか、２次評価では、さらなる需要掘り起こしを含む利用促進利便性向上に向けた取組

をするよう助言された。 

これを踏まえ、令和８事業年度においては、以下の事業を行う。 

・地域間・地域内交通の再編（大仙市・事業者・地域、市民） 

・循環バスの利用促進と中心市街地の活性化（大仙市・事業者・市民） 

・乗り継ぎ拠点の接続性向上と利用しやすい移動環境の整備（大仙市・秋田県・沿線自

治体・事業者） 

・情報提供の充実と周知強化（大仙市、秋田県、沿線自治体、事業者、地域、市民） 

・デジタル技術（ＡＩ・バスロケーションシステム・キャッシュレス等）の活用（大仙

市、秋田県、沿線自治体、事業者） 

（大仙市地域公共交通計画 Ｐ４１、Ｐ４２、Ｐ４４、Ｐ４５、Ｐ４７ 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

大仙市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費か

ら差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

本計画の達成状況を評価するための評価指標については、本市で把握できる項目もある

が、交通事業者から提供される資料のほか、利用者アンケート調査などの実施により把握

するべき項目もあることから、必要に応じた調査を実施し、適切な現状値の把握に努めて

いく。 

また、アンケート調査については、本市で実施する各種調査を活用するとともに、必要

に応じて庁内で連携を図りながら実施する。 

（大仙市地域公共交通計画 Ｐ５０ 参照） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 
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13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・平成２８年 ４月 １日 乗合タクシー「藤木線、杉沢中仙線」本格運行の開始 

・平成２８年 ４月 １日 「大仙市コミュニティバス長信田線」本格運行の開始 

・平成２８年 ６月２４日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・平成２８年１２月１９日 「大仙市コミュニティバス長信田線」経路変更の承認 

・平成２９年 ３月２１日 大仙市生活交通確保維持改善計画の変更を承認 

・平成２９年 ５月２３日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・平成２９年 ７月３１日 大仙市生活交通確保維持改善計画の追加事項についての承認 

・平成３０年 ５月２５日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・令和 元年 ６月２６日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・令和 ２年 ６月 ５日 「大仙市循環バス」及び「大仙市コミュニティバス杉山田線」 

             経路変更について書面協議により承認 

・令和 ２年 ６月２５日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・令和 ３年 ３月２３日 大仙市地域公共交通計画マスタープラン（第４期交通計画）

の承認 

・令和 ３年 ６月２５日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・令和 ４年 ６月２８日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

・令和 ５年 ３月２２日 路線バス角間川線廃止協議 

・令和 ５年 ６月２８日 大仙市生活交通確保維持改善計画の承認 

             乗合タクシー「藤木角間川線」の運行 

・令和 ６年 ６月２５日 地域公共交通計画（地域内フィーダー系統）認定申請の承認 

・令和 ７年 ６月２６日 地域公共交通計画（地域内フィーダー系統）認定申請の承認 

・令和 ８年 ３月１２日 大仙市地域公共交通計画（第５期交通計画）の承認 

             地域公共交通計画（地域内フィーダー系統）変更認定申請の

承認 
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19．利用者等の意見の反映状況 

・大仙市地域公共交通活性化再生協議会への住民参加 

・秋田大学による平成２３年度循環バスアンケート調査研究事業による住民意見の反映 

・平成２４年路線バス沿線住民アンケート調査結果 

・平成２５年度地域公共交通空白地域対象アンケートによる住民意見の反映 

・平成２６年度路線バス乗込み調査アンケートによる住民意見の反映 

・平成２６年度循環バス乗込み調査アンケートによる住民意見の反映 

・平成３０年度地域公共交通に関するアンケート調査（広報紙を活用したアンケート） 

・平成３０年度大仙市各地域協議会との意見交換及び意見書の提出 

・平成３０年度乗合タクシー利用者アンケート 

・令和２年度コミュニティバス乗り込み調査 

・令和３年度乗合タクシー対象地域自治会長アンケート 

・令和４年度路線バス角間川線乗り込み調査 

・令和６年度大仙市各地域協議会からの意見交換及び意見書の提出 

・令和６年度コミュニティバス乗り込み調査 

・令和６年度乗合タクシー利用者アンケート 

・令和７年度市民アンケート（市民による市政評価にあわせて実施） 

 

20．乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う地域の概要 

【乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う場合のみ】 

（１）過去に乗合旅客の運送を行っていた乗合バス事業等 

 ※該当なし 

 

（２）交通手段の検討状況 

 ※該当なし 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）秋田県大仙市大曲花園町１番１号   

（所 属）大仙市地域公共交通活性化再生協議会 

     （大仙市企画部地域活動応援課）   

（氏 名）進藤 尚人             

（電 話）0187-63-1111（内線 227）      

（e-mail）chikatu@city.daisen.lg.jp      
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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令和７年度大仙市乗合タクシー再編業務の報告について 

 

I.  再編の目的と地域の概要 

1 再編の目的 

大仙市では、令和２年度の地域公共交通の再構築を基に、幹線交通として路線バスを維持し、その支

線としてコミュニティバスや乗合タクシーを運行してきたが、利用者の減少、運転手不足、市の財政負担

の増加が深刻化している。特に乗合タクシーについては、高齢化に伴う停留所までの移動困難や、新規

利用者の伸び悩み、ドアツードアや希望時間での運行要望の高まりなど、利便性向上が求められている。 

これらの課題を踏まえ、持続可能な地域公共交通の確保を目的として、最小限の人員と車両で効率

的に運行できるコンパクトな交通体系への再編を目指し、乗合タクシーの路線再編と、予約に応じて最

適配車を行う AIオンデマンド交通システムを導入する。 

令和７年度は、利用者減少・運転手不足・財政負担増加といった課題に対応しつつ、高齢者をはじめと

する住民の移動ニーズに柔軟に応えるため、関係者ヒアリングや住民意見交換会を実施したうえで、令

和８年度からの実証運行に向けた運行計画案を策定する。 

 

2 対象地区 

大仙市 太田地域 

 

3 対象地区の選定理由 

 乗合タクシーを８区域で週３回、１日当たり２～３便運行しているが、利用者数は全体的に低調であり、

日常利用に十分に対応した利便性を有していない状況にある。 

 コミュニティバス長信田線及び路線バス角館六郷線との接続強化や連携施策の展開、各交通手段の

役割分担を前提とした効率的な交通体系の構築により、広域的な移動利便性の向上及び公共交通

利用の促進が期待できる。 

 地域内に支所、商業施設、医療機関、コミュニティ施設等の生活拠点が集積しており、交通結節点の

形成が容易な環境にある。 

 現状において利用が低水準であることから、新たな交通システム導入による効果検証を行う上で適

した条件を備えている。 

 大曲タクシー及び中仙タクシーの２事業者が関与しており、運行体制の再構築に当たり柔軟な対応が

可能な体制が見込まれる。 

 学校再編を見据えたスクールバスとの連携等、将来的な展開可能性を有している。 

  

資料４ 
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4 地域公共交通の現状 

(1) 路線バス（角館・六郷線） 

 太田地域内では羽後交通株式会社の角館・六郷線が運行している。本路線は、角館高校前を起点に、

中仙地域、太田地域、美郷町の六郷高校を経由し、中央公園前までを運行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 角館・六郷線 

  

発着 
角館高校前（仙北市）⇔大仙市⇔

中央公園前（美郷町） 

主な 

経由地 
太田支所入口、太田南小学校前 

便数 

平日：角館高校 方面行き ６便、

中央公園 方面行き ５便  

※土日祝は運休 
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(2) コミュニティバス（長信田線） 

 奥羽山荘から大曲バスターミナルをつなぐコミュニティバス長信田線が運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コミュニティバス（長信田線） 

発着 奥羽山荘⇔大曲バスターミナル 

主な経由地 長信田、中里温泉、横堀 

便数 往路６便（２.４.６便は土日祝運休）、復路６便（１.３.５便は土日祝運休） 
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(3) 乗合タクシー（太田地域） 

 太田地域では、上太田地区（０１永代・川口、０２太田・今泉、０３太田・小神成、０４斉内）と下太田地区

（０５横沢・三本扇、０６中里・駒場、０７国見若泉、０８国見扇畑）に区分し、上太田地区では週３日・往

復３便、下太田地区では週３日・往復２便の乗合タクシーを運行している。 

 運行事業者は、上太田地区が大曲タクシー、下太田地区が中仙タクシーとなっている。 

 

 

図 乗合タクシー（太田地域） 
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5 再編のプロセス 

令和８年度の地域交通再編に係る実証運行の実施に向け、令和７年度は関係者ヒアリングおよび住民

ワークショップを実施した。 

これらの結果を踏まえ、現在は令和８年度の実証運行に向けた運行計画の策定を進めている。 

令和８年度は、次回の第５７回大仙市地域公共交通活性化再生協議会において運行内容を協議し、住民

説明会を経て、令和８年１０月からの実証運行を予定している。 

なお、事業実施にあたっては、国の「交通空白」解消補助金の活用を予定している。 

 

 

 

 

  

地域特性分析 

関係者ヒアリング 住民意見交換会（２回） 

運行計画素案作成 

第５７回大仙市地域公共交通活性化再生協議会 

運行内容の協議 

 

実証運行予定 R8.10～ 

令和８年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」 

「交通空白」解消タイプ国庫補助金申請予定 

住民説明会 

令
和
７
年
度 
令
和
８
年
度 
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II.  令和７年度実施内容の結果 

1 関係者へのヒアリング調査 

(1) 関係者ヒアリングの概要 

ヒアリング調査の概要 

調査方法 
⚫ ヒアリング対象者毎にヒアリングシートを作成し、事前送付 

⚫ 対面にてヒアリング調査を実施 

ヒアリング対象者と調査日 

（交通事業者） 

⚫ 羽後交通株式会社（令和７年１０月２８日実施） 

⚫ 中仙タクシー合資会社（令和７年１０月２８日実施） 

⚫ 合資会社大曲タクシー（令和７年１０月２９日実施） 

（地域拠点施設） 

⚫ 中里温泉（令和７年１１月１７日実施） 

⚫ 奥羽山荘（令和７年１１月１７日実施） 

(2) 関係者ヒアリング結果 

ア. 交通事業者の現状課題と今後の方針 

項目 内容 

現状課題 

⚫ 運転手の高齢化が進行し、若年層の確保が困難。 

⚫ 保有車両も徐々に縮小傾向。 

⚫ コロナ禍の影響（運転手減）により事業規模縮小。 

⚫ 夜間の遠隔地への配車が困難。 

⚫ 乗合タクシーの利用者は高齢者に固定され、新規利用者の獲得が困難。 

⚫ 乗合タクシーの予約手続きが利用の障壁となっている可能性がある。 

今後の方針 

⚫ 需要に応じた柔軟な運行モデルへの転換。 

⚫ 公共ライドシェア等の活用検討。 

⚫ 乗合タクシーの委託費の精査。 

⚫ バス車両の小型化やコミュニティバス長信田線の路線短縮。 

⚫ 地域住民との協力を前提とした移動支援モデルの構築。 

イ) 地域拠点施設へのヒアリング結果 

項目 内容 

施設利用状況 

⚫ 奥羽山荘、中里温泉ともに、利用者の９０%以上が自家用車での来訪。 

⚫ 主な利用者は高齢者と家族連れで、土日の利用が平日を大きく上回って

いる。 

公共交通に関する 

課題 

⚫ 公共交通手段が不足している。特に冬季において高齢者など移動手段を

持たない住民は外出が困難。 

⚫ 乗合タクシーの事前予約は高齢者にとってハードルが高く、急な外出予

定に対応できない可能性がある。 

施設側の協力可能性 
⚫ 乗降場所の提供や利用促進チラシの設置、予約アプリの操作方法を対応

可能な時間でサポート 
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2 住民意見交換会の開催 

(1) 住民意見交換会の開催概要 

第１回 

開催日時・場所 令和７年１２月１２日（金）１３：３０～１５：３０  太田文化プラザ 

参加者 

⚫ 太田地域 集落代表、民生委員等 １７名 

⚫ 大仙市役所 ５名 

⚫ 株式会社バイタルリード、福島大学 ７名 

ねらい・目標 
⚫ 公共交通の現状についての理解を深める 

⚫ 生活の中での困りごと（交通のニーズ）の確認・参加者間での共有 

内容 

＜太田地域乗合タクシ―再編検討の背景＞ 

⚫ 交通をとりまく全国の状況（ドライバー不足による路線廃止等） 

⚫ 大仙市内の公共交通の状況 

⚫ 路線バス、コミュニティバスの利用状況 

⚫ 財政負担の状況 等 

＜グループワーク＞ 

⚫ 自分や家族が日常の移動や生活に関して困っていること 

第２回 

開催日時・場所 令和８年１月２５日（日）１３：３０～１６：３０  太田文化プラザ 

参加者 

⚫ 太田地域集落代表、民生委員、太田地域協議会等 １２名 

⚫ 大仙市役所 ５名 

⚫ 株式会社バイタルリード、福島大学 ７名 

ねらい・目標 
⚫ 運行計画案についての意見の抽出 

⚫ 自分たちで地域の交通を守るという意識醸成 

内容 

＜公共交通再編案について＞ 

⚫ 第１回目の振り返り 

⚫ 情報提供（大仙市、太田地域の公共交通、財政状況） 

⚫ 太田地域の将来予測 

⚫ 他地域の事例共有 

＜グループワーク＞ 

⚫ 他地域の事例を参考に、太田地域でも取り入れてみたいこと 

⚫ みんなが使いたくなる地域交通サービス 

⚫ 実証運行を成功させるためにみんなでなにができる？ 

⚫ やってみよう宣言！ 

＜当日の様子＞ 
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(2) 住民意見（要約） 

議題 内容 

太田地域の強み・弱み 

（第１回） 

≪強み≫ 

⚫ 豊かな自然環境 

⚫ 住民同士の温かい交流 

⚫ 地域資源を活かした食文化 

≪弱み≫ 

⚫ 交通の便の悪さ 

⚫ 生活インフラの不足 

⚫ 人口減少と高齢化の進行 

移動で困っていること 

（第１回） 

⚫ 公共交通の利便性が低く、高齢者や交通弱者にとって移動手段

が十分に確保されていない。 

⚫ 乗合タクシーの利用手続きや経済的負担、情報不足などが利用の

障壁となっている可能性。 

移動で困っていること 

の解決策 

（第１回） 

⚫ 乗合タクシーの改善 

⚫ 買い物支援（移動スーパー等）の導入 

⚫ イベントや夜間に利用できるバス 

⚫ スクールバスの活用 

・他地域の事例を参考に、太田

地域でも取り入れてみたいこと 

・みんなが使いたくなる地域交

通サービス 

（第２回） 

⚫ 定額制・乗り放題制の導入 

⚫ 自宅近くから乗車できる仕組み 

⚫ 地域内外の主要拠点への接続強化 

⚫ AIを活用した効率的な乗り合いシステム 

⚫ 住民ドライバー制度の導入 

⚫ 待合施設の充実や商店での予約受付 

⚫ 事務支援ボランティアの活用 

実証運行成功のためにみんなで

なにができる？ 

（第２回） 

⚫ チラシ配布等による PRの強化 

⚫ 部落長・民生委員を通じた周知等の地域ぐるみでの周知 

⚫ 利用体験の機会提供や電話対応の充実など、初めてでも利用し

やすい環境づくり 

⚫ ニーズ把握や世話役の育成など、地域住民が主体的に関わる仕

組みづくり 

やってみよう宣言！ 

（第２回） 

⚫ 電話の受付をやってみたい！ 

⚫ 隣近所に仲良く声かけてみよう！ 

⚫ 取りまとめをやってみたい！ 

⚫ 運転手をやってみたい！ 

⚫ ポスター作りをやってみたい！ 

⚫ いろんなクラブ活動に PRしていきたい！ 

⚫ 地域の会合で新しい地域交通の告知をしたい！ 

⚫ ちょっと利用してみてとお願いしてみよう！ 

⚫ 実際に乗合タクシーを使ってて、体験しながら告知をしてみよ

う！ 
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3 太田地域 地域交通再編の方向性（案） 

(1) 基本方針 

太田地域では、人口減少・高齢化の進行、公共交通利用の低迷、交通事業者の運転手不足といった

課題を踏まえ、従来の定時運行型から需要応答型への転換を図り、地域住民が地域交通を支える持続

可能な移動支援体制を構築する。 

令和８年度（２０２６年度）の実証運行を通じて、住民・行政・交通事業者が協働し、「地域で育てる公

共交通サービス」の実現を目指す。 

 

(2) 再編の３つの柱 

① 乗合タクシーの見直し：固定便の運行からデマンド型への転換 

 

＜エリア区分の撤廃と効率的な運行体制の構築＞ 

⚫ 現行の上太田地区・下太田地区という区分を撤廃し、太田地域全体を１つのエリアとして１台から２

台程度の車両で効率的に運行。 

 

＜需要に応じた運行パターンの設定＞ 

⚫ 需要の多い時間帯（午前中の通院時間帯等）については、目安時刻便を設定し、地域の乗り継ぎ拠

点（太田支所等）まで効率的に運行する。 

⚫ その他の時間については、固定ダイヤを廃止し、予約に応じて柔軟に運行することで、需要に応じ

た運行への転換を検討する。 

 

＜ドアツードア型の導入＞ 

⚫ 停留所までの移動負担を軽減するため、自宅前から目的地までのドアツードア型運行を基本とし、

新規利用者の獲得を目指す。 

 

＜運行日・時間帯の拡大＞ 

⚫ 週３回の運行を週５日（平日）へ拡大し、通院・買物など日常的な移動ニーズに対応する。 

 

＜料金体系の見直し＞ 

⚫ 従来の都度利用料金のほか、１日乗車券や定額乗り放題制度の導入を検討。 

 

＜AIによる効率の良い運行経路＞ 

⚫ AI 配車の仕組みを導入し、自動ルート計算により、車両１台でも効率良く利用者を束ね、運行でき

る体制を整備する。 
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② 地域住民が支える新たな運行体制の整備 

 

＜ドライバー不足への対応策の検討＞ 

⚫ 深刻化するドライバー不足に対応するため、交通事業者への委託を基本としつつ、事業者協力型の

公共ライドシェア（住民ドライバー活用）などの複数の選択肢を検討する。 

 

＜事業者協力型公共ライドシェア（住民ドライバー活用）の検討＞ 

⚫ 深刻化するドライバー不足に対応するため、地域住民が運転手として参画できる仕組みを、交通事

業者の協力のもとで検討する。令和８年度はタクシー事業者への委託を継続しながら、地域住民によ

る運行体制の整備可能性を調査する。 

 

＜地域住民、行政、運行事業者で作る運行協議会の設立＞ 

⚫ 乗合タクシーの持続的な運行には、地域住民、行政、運行事業者が定期的に協議する場が不可欠で

ある。運行状況や利用実態、地域住民の移動ニーズの変化などを共有し、それぞれの役割分担のも

とで改善策を検討・実行する運行協議会を設立。 

 

⚫ 特に、地域住民が主体となって広報活動や利用促進に取り組むことで、「地域で育てる公共交通」と

いう意識が醸成され、利用者の増加につながることが期待される。 

 

⚫ 協議会では、地域住民が広報・利用促進を、行政が制度設計・財政支援を、運行事業者が運行・安全

管理・運行ノウハウの提供を担うなど、明確な役割分担のもとで協働する体制を構築する。 

 

 

③ コミュニティバス長信田線との効率化と役割分担の明確化 

 

＜コミュニティバス長信田線との役割分担と接続強化＞ 

⚫ 乗合タクシーは太田地域内および太田支所までの移動を担い、太田支所付近でコミュニティバス長

信田線へ接続する体系へ整理する。これにより、地域内移動と大曲方面への広域移動の役割を明確

化し、効率的な運行体制の構築を検討する。 

 

 


